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指導検査等について 
 
自己点検票の活用について 

 厚生労働省の定める各種の基準とその解釈通知を対応させ、左右対照に配置してチェ

ックリスト化しました。関連する Q&Aも直後に掲載しています。 
 事業を行うにあたって義務付けられていることや基本的な考え方が示されています

ので、ご自身の事業所がルールを遵守しているかの確認に活用してください。 
 
変更届の提出について 

 ・変更のあった日から 10日以内に届け出ることが必要。 
 ・ただし、相談支援事業所一覧を更新する都合から、相談支援事業所一覧掲載事項に

ついては、変更の前月 20日までに届け出ることをお願いします。 
  （掲載事項：法人名、事業所名、電話番号、FAX番号、所在地、事業種別） 
 
＊実地検査との関係＊ 

 江戸川区は、平成 26 年度から職員が事業所を訪問し、事業の運営状況を確認させ
ていただきます(実地検査)。相談支援事業所においては平成 29年度以降行っていく予
定です。その際には、この自己点検票に掲載していることと同じ内容を中心にチェッ

クします。 
  日頃から自己点検を行い、適正な運営となるようにしてください。 
 
自己点検票に記載する略称 
  事業種別 

略称 計画相談支援事業 地域相談支援事業 

基準省令 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基

づく指定計画相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準(平成 24
年 3月 13日厚生労働省令第 28号) 
最終改正：平成 25 年 11 月 22 日厚生
労働省令第 124号 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基

づく指定地域相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準(平成 24
年 3月 13日厚生労働省令第 27号) 
最終改正：平成 25 年 11 月 22 日厚生
労働省令第 124号 

解釈通知 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基

づく指定計画相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準について

(平成 26 年 3 月 31 日障発 0331 第 53
号) 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基

づく指定地域相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準について

(平成 26 年 3 月 31 日障発 0331 第 52
号) 

Q&A 相談支援に係るQ&Aについて(平成25年2月22日厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室事務連絡) 

ポイント 根拠規定そのものはないが、基準省令や解釈通知、Q&A 等からして
必要となる考え方や実務上の取扱を示す。 

※障害児相談支援事業については、計画相談支援事業を参考に当てはめて活用ください。 
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管理者は、専従であるか。

専従でない場合、基準に適合した勤務と
なっているか。
※兼務が認められる場合
「ただし、指定特定相談支援事業所の管
理上支障がない場合は、当該指定特定相
談支援事業所の他の職務に従事させ、又
は他の事業所、施設等の職務に従事させ
ることができるものとする。」

１　人員に関する基準

平24厚令28
（基準省令）
第3条

平24厚告227
（相談支援専
門員の要件）

平24障発
033022（解釈
通知）第2－
1(1)

計画相談支援事業に係る自己点検票

確認項目

点検結果

基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
(１)従業者
（相談支援専
門員）

 
② ①の専従職員を置いていない場合、上記
ただし書きに該当する職員を置いているか。

 
（２）管理者 指定特定相談支援援事業所の管理者は、原則とし

て専ら当該事業所の管理業務に従事するものとす
る。ただし、当該事業所の管理業務に支障がない
ときは、当該指定特定相談支援事業所の他の業務
や、併設する事業所の業務等を兼ねることができ
る。また、指定障害児相談支援事業所の業務と兼
務する場合については、管理業務に支障がない場
合として認めるものとする。なお、管理者は、指
定計画相談支援の従業者である必要はないもので
ある。

　
指定特定相談支援事業者は、事業所ごとに必ず１
人以上の相談支援専門員を置くことを定めたもの
である。
指定特定相談支援事業所に置くべき相談支援専門
員は、原則として、サービス提供時間帯を通じて
当該サービス以外の職務に従事させてはならな
い。この場合のサービス提供時間帯とは、相談支
援専門員の当該事業所における勤務時間をいうも
のであり、当該相談支援専門員の常勤・非常勤の
別を問わない。
ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場
合においては、相談支援専門員を当該指定特定相
談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等
の業務に従事させることができる。
これは、例えば、指定計画相談支援のサービス提
供時間帯において、指定計画相談支援の業務に支
障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の
管理者や、併設する事業所の業務等に従事するこ
とができることをいう。なお、指定障害児相談支
援事業所又は指定一般相談支援事業所の業務と兼
務する場合については、業務に支障がない場合と
して認める。
また、相談支援専門員が担当する利用者が利用す
る指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援
施設又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下
「指定障害福祉サービス事業所等」という。)の
業務と兼務する場合については、指定障害福祉
サービス事業所等との中立性の確保や、指定障害
福祉サービス事業所等と異なる視点での検討が欠
如しかねないことから、次に掲げる場合を除き、
当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業
所等の業務と兼務しない相談支援専門員が継続
サービス利用支援を実施すること基本とする。
(支給決定の更新又は支給決定の変更に係るサー
ビス利用支援について同じ。)
① 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない
場合
② 支給決定又は支給決定の変更によりサービス
内容に著しく変動があった者のうち、当該支給決
定等から概ね３か月以内(サービス利用支援とそ
の直後の継続サービス利用支援は一体的な業務で
あること、また、指定特定相談支援事業者の変更
に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し
直すことが必要となるため、一定期間を猶予す
る。)
③ その他市町村がやむを得ないと認める場合

【ポイント】
・原則として相談支援専門員がサービス提供事業所の業務と兼務している場合で、計画相談を担当した利用者が当該
相談支援専門員の兼務する事業所を利用する場合、継続サービス利用支援は兼務しない他の相談支援専門員が行
うことが基本。

 
① 事業所ごとに専らその職務に従事（専従）
する相談支援専門員を置いているか。
ただし、指定計画相談支援の業務に支障が
ない場合は、当該指定特定相談支援事業所
の他の職務に従事させ、又は他の事業所、
施設等の職務に従事させることができるもの
とする。

基準省令第4
条
解釈通知第2
－1(2)
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点検結果

基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
① 指定計画相談支援の利用に係る契約を
したときは、その旨を市町村に対し遅滞
なく報告しているか。

 
② サービス等利用計画を作成したとき
は、その写しを市町村に対し遅滞なく提
出しているか。

ＱＡ３－１１

指定計画相談支援事業者は、利用者に対し適切な
指定計画相談支援を提供するため、その提供の開
始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該
指定計画相談支援事業所の運営規程の概要、従業
者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体
制等の利用申込者がサービスを選択するために必
要な重要事項について、利用者の障害の特性に応
じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパン
フレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行
い、当該事業所から指定計画相談支援の提供を受
けることにつき、当該利用申込者の同意を得なけ
ればならないこととしたものである。
なお、利用者及び指定計画相談支援事業所双方の
保護の立場から書面によって確認することが望ま
しいものである。
また、利用者との間で当該指定計画相談支援の提
供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の
特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法第
77条第1項の規定に基づき、
① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の
所在地
② 当該事業の経営者が提供する指定計画相談支
援の内容
③ 当該指定計画相談支援の提供につき利用者が
支払うべき額に関する事項
④ 指定計画相談支援の提供開始年月日
⑤ 指定計画相談支援に係る苦情を受け付けるた
めの窓口を記載した書面を交付すること。
なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記
載すべき事項を電子情報処理組織をしようする方
法その他の情報通信の技術を利用する方法により
提供することができる。

　
計画相談支援対象障害者等が指定計画相
談支援の利用の申込みを行ったときは、
当該利用の申込みを行った計画相談支援
対象障害者等に係る障害の特性に応じた
適切な配慮をしつつ、当該利用者に対
し、運営規程の概要、その他の利用申込
者のサービスの選択に資すると認められ
る重要事項を記した文書を交付して説明
を行い、当該指定計画相談支援の提供の
開始について当該利用申込者の同意を得
ているか。

２　運営に関する基準
 
(1)内容及び
手続きの説
明及び同意

基準省令第5
条第1項

解釈通知第2
－2(1)

基準省令第6
条
解釈通知第2
－2(2)

 
(２)契約内容
の報告等

　
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の
提供に係る契約が成立したときは、遅滞なく市町
村に対し契約成立の旨を報告しなければならない
こととしたものである。
また、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対
象障害者等に対してサービス等利用計画を作成
したときは、市町村にその写しを遅滞なく提出
しなければなならないこととしている。
なお、モニタリング結果について、以下に掲げ
る場合その他必要な場合に市町村に報告するこ
と。
① 支給決定の更新や変更が必要となる場合
② 対象者の生活状況の変化からモニタリング期
間の変更が必要な場合
③ モニタリング期間を設定し直す必要がある場
合

【ポイント】
・サービス等利用計画を作成した場合は、市町村へ写しを提出する。
・モニタリング結果については、区の各担当係（身体障害者相談係、愛の手帳相談係、精神保健係）に書面をもって報
告する。

Ｑ：サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、
モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。
Ａ：モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
　・　支給決定の更新や変更が必要となる場合
　・　対象者の生活状況の変化からモニタリング期間の変更が必要な場合
　・　モニタリング期間を設定し直す必要がある場合　等

江戸川区では
以下のとおり
対応願います。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

基準省令第7
条

解釈通知
第2－2(3)

 
(４)サービス
提供困難時
の対応

 
正当な理由により、利用申込者に対し自
ら適切な指定計画相談支援を提供するこ
とが困難であると認めた場合は、適当な
他の指定特定相談支援事業者の紹介その
他の必要な措置を速やかに講じている
か。

 
指定計画相談支援事業者は、基準第７条の正当な
理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定計
画相談支援を提供することが困難であると認めた
場合には、基準第８条の規定により、適当な他の
指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措
置を速やかに講じなければならない。

基準省令第8
条
解釈通知第2
－2(4)

 
指定計画相談支援の提供を求められた場
合は、その者の提示する受給者証又は地
域相談支援受給者証によって、計画相談
支援給付費の支給対象者であること、厚
生労働省令で定める期間、支給決定又は
地域相談支援給付決定の有無、支給決定
の有効期間又は地域相談支援給付決定の
有効期間、支給量又は地域相談支援給付
量等を確かめているか。

 
指定特定相談支援事業者は、現に支給決定又は地
域相談支援給付決定を受けている計画相談支援
対象障害者等に対する指定計画相談支援の提供
に際し、当該計画相談支援対象障害者等の提示
する受給者証又は地域相談支援受給者証によっ
て、計画相談支援対象障害者等であること、厚
生労働省令で定める期間、支給決定又は地域相
談支援給付決定の有無及び支給決定又は地域相
談支援給付決定の有効期間、支給量又は地域相
談支援給付量等サービス等利用計画の作成やモ
ニタリングの実施に当たり必要な事項を確かめ
なければならない。
なお、指定特定相談支援事業者は、支給決定又
は地域相談支援給付決定を受けていない障害者
等について、サービス等利用計画案を作成する
ときは、当該障害者等の提示する市町村が通知
したサービス等利用計画案提出依頼書によっ
て、市町村からサービス等利用計画案の提出の
依頼を受けた者であることを確かめるものとす
る。

基準省令第9
条
解釈通知第2
－2(5)

ＱＡ１－２

 
(６)支給決定
の申請に係
る援助

 
支給決定又は地域相談支援給付決定に通
常要すべき標準的な期間を考慮し、支給
決定の有効期間又は地域相談支援給付決
定の有効期間の終了に伴う支給決定又は
地域相談支援給付決定の申請について、
必要な援助を行っているか。

 
基準第10条は、利用者の支給決定又は地域相談支
援給付決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続
き当該利用者がサービスを利用する意向がある場
合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらか
じめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うこ
とができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うこ
とを定めたものである。

基準省令第10
条
解釈通知第2
－2(6)

 
指定特定相談支援事業者は、原則として、利用申
込に対して応じなければならないことを規定した
ものであり、特に、障害支援区分や所得の多寡を
理由にサービス提供を拒否することを禁止するも
のである。提供を拒むことができる正当な理由が
ある場合とは、
① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれ
ない場合
② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事
業の実施地域外である場合
③ 当該事業所の運営規程において主たる対象と
する障害の種類を定めている場合であって、これ
に該当しない者から利用申込があった場合
④ その他利用申込者に対し自ら適切な指定計画
相談支援を提供することが困難な場合

 
(５)受給資格
の確認

 
(３)提供拒否
の禁止

 
正当な理由がなく、指定計画相談支援の
提供を拒んでいないか。

Ｑ：指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象者であること等を確認すること
とされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではな
いか。
Ａ：当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確
認について規定しているものである。なお、サービス等利用計画案等の作成時点においては、市町村が通知する計画
作成依頼書により市町村から依頼を受けた対象者であることを確認する。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
(７)身分を証
する書類の
携行

 
相談支援専門員に身分を証する書類を携
行させ、初回訪問時及び利用者又はその
家族から求められたときは、これを提示
すべき旨を指導しているか。
また、証書等には、当該事業所の名称、
当該従業者の氏名を記載しているか。

 
利用者等が安心して指定計画相談支援の提供を受
けられるよう、指定特定相談支援事業者は、当該
指定特定相談支援事業所の従業者に身分を明らか
にする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び
利用者又はその家族から求められたときは、これ
を提示すべき旨を指導しなければならないことと
したものである。
なお、この証書等には、当該指定特定相談支援事
業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものと
し、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行う
ことが望ましい。

基準省令第11
条
解釈通知第2
－2(7)

 
① 法定代理受領を行わない場合
法定代理受領を行わない場合は、利用者
から計画相談支援給付費の額の支払いを
受けているか。

 
基準第12条第１項は、指定特定相談支援事業者
が、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を
提供した際には、計画相談支援対象障害者等から
法第51条の17第２項に規定する厚生労働大臣が定
める基準により算定した計画相談支援給付費の額
の支払を受けることとしたものである。

基準省令第12
条第1項
解釈通知第2
－2(8)

 
② 交通費の受領
①の支払を受ける額のほか、利用者の選
定により通常の事業の実施地域以外の地
域の居宅等を訪問して指定計画相談支援
を提供する場合に受けることのできる、
それに要した交通費（移動に要する実
費）の支払いを利用者から受けている
か。

 
同条第２項は、指定計画相談支援の提供に関し
て、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援
対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域
以外の地域の居宅において指定計画相談支援を行
う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を計画
相談支援対象障害者等から受けることができるこ
ととしたものである。

基準省令第12
条第2項
解釈通知第2
－2(8)

 
③ 領収書の交付
①及び②の費用の額の支払を受けた場合
は、当該費用に係る領収証を当該費用の
額を支払った利用者に対し交付している
か。

 
同条第３項は、前２項の規定による額の支払を受
けた場合には、計画相談支援対象障害者等に対し
て領収証を交付することとしたものである。

基準省令第12
条第3項
解釈通知第2
－2(8)

 
④ 利用者の事前の同意
②の費用に係るサービスの提供に当たっ
ては、あらかじめ、利用者に対し、当該
サービスの内容及び費用について説明を
行い、同意を得ているか。

 
同条第４項は、同条第２項の費用の額に係るサー
ビスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談
支援対象障害者等に対し、当該サービスの内容及
び費用について説明を行い、計画相談支援対象障
害者等の同意を得ることとしたものである。

基準省令第12
条第4項
解釈通知第2
－2(8)

 
（９）利用者
負担額の管
理

 
利用者が当該指定計画相談支援と同一の
月に受けた指定障害福祉サービス等の利
用者負担額合計額を算定し、市町村、当
該計画相談支援対象障害者及び障害福祉
サービス等を提供した事業者等に報告し
ているか。

 
指定特定相談支援事業者は、利用者負担額に係る
管理を行う場合の具体的な取扱いについては、別
途通知するところによるものとする。

基準省令第13
条第4項
解釈通知第2
－2(9)

 
(10)計画相
談支援給付
費の額に係
る通知等

 
法定代理受領により市町村から指定計画
相談支援に係る計画相談支援給付費の支
給を受けた場合は、利用者に対し、計画
相談支援給付費の額を通知しているか。

 
利用者への通知
基準第14条第１項は、指定特定相談支援事業者
は、市町村から法定代理受領により指定計画相談
支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場
合には、計画相談支援対象障害者等に対し、当該
計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給
付費の額を通知することとしたものである。

基準省令第14
条第1項
解釈通知第2
－2(10)

 
(８)指定計画
相談支援給
付費の額等
の受領

【特別地域加算を算定する場合】
別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合に、特別地域加
算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算することができるが、この場合
は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合も交通費の支払いを受けることはできない。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
法定代理受領を行わない指定計画相談支
援に係る費用の額の支払を受けた場合
は、その提供した指定計画相談支援の内
容、費用の額その他必要と認められる事
項を記載したサービス提供証明書を利用
者に対して交付しているか。

 
サービス提供証明書の利用者への交付
同条第２項は、基準第12条第１項の規定による額
の支払を受けた場合には、提供した指定計画相談
支援の内容、費用の額その他計画相談支援対象障
害者等が市町村に対し計画相談支援給付費を請求
する上で必要と認められる事項を記載したサービ
ス提供証明書を交付しなければならないこととし
たものである。

基準省令第14
条第2項
解釈通知第2
－2(10)

 
１－① 事業所の管理者は、相談支援専
門員に基本相談支援に関する業務及び
サービス等利用計画に関する業務を担当
させているか。

 
指定特定相談支援事業所の管理者は、基本相談支
援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に
関する業務を相談支援専門員に担当させることと
したものである。

 
１－② 指定計画相談支援の提供に当たっ
ては、利用者等の立場に立って懇切丁寧
に行うことを旨とし、利用者又はその家
族に対し、サービスの提供方法等につい
て理解しやすいように説明を行っている
か。

 
指定計画相談支援は、利用者及びその家族の主体
的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の
醸成と相まって行われることが重要である。この
ためには、指定計画相談支援について利用者及び
その家族の十分な理解が求められるものであり、
相談支援専門員は、指定計画相談支援を懇切丁寧
に行うこと旨とし、サービスの提供方法等につい
て理解しやすように説明を行うことが肝要であ
る。また、必要に応じて、同じ障害を有する者に
よる支援等適切な手法を通じて行うこととする。

 
２－① 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の作成に当たり、利用者の希望等
を踏まえて作成できているか。

 
サービス等利用計画の作成にあたっては、利用者
の希望等を踏まえて作成することが基本であるこ
とを明記したものである。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－② 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の作成に当たり、利用者の自立し
た日常生活の支援を効果的に行うため、
利用者の心身又は家族の状況等に応じ、
継続的かつ計画的に適切な福祉サービス
等の利用が行われるようにしているか。

 
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行う
ためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じ
て、継続的かつ計画的に福祉サービス等が提供さ
れることが重要である。相談支援専門員は、サー
ビス等利用計画の作成又は変更に当たり、継続的
かつ計画的な支援という観点に立って福祉サービ
ス等の提供が行われるようにすることが必要であ
り、継続が困難な、あるいは必要性に乏しい福祉
サービス等の利用を助長することがあってはなら
ない。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－③ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の作成に当たり、利用者の日常生
活全般を支援する観点から、指定障害福
祉サービス等又は指定地域相談支援に加
えて、これ以外の指定福祉サービス又は
地域相談支援以外の福祉サービス等、当
該地域の住民による自発的な活動による
サービス等の利用も含めてサービス等利
用計画上に位置付けているか。

 
サービス等利用計画は、利用者の日常生活全般を
支援する観点に立って作成されることが重要であ
る。このため、サービス等利用計画の作成又は変
更に当たっては、利用者及びその家族の希望やア
セスメントに基づき、指定障害福祉サービス等以
外の、例えば、保健医療サービス、地域生活支援
事業等の市町村が一般施策として行うサービスや
当該地域の住民による自発的な活動によるサービ
ス等の利用も含めてサービス等利用計画に位置づ
けることにより総合的な計画となるよう努めなけ
ればならない。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

１　指定計画相談支援の方針
 

(１１)指定計
画相談支援
の具体的取
扱方針

２　指定サービス利用支援の方針

基準省令第15
条第1項
解釈通知第2
－2(11)
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
２－④ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の開始に当たって、利用者等の
サービスの選択に資するよう、当該地域
における指定障害福祉サービス事業者等
又は指定一般相談支援事業者に関する
サービス内容、利用料等の情報を適正に
利用者又はその家族に対して提供してい
るか。

 
相談支援専門員は、利用者等がサービスを選択す
ることを基本に、これを支援するものである。こ
のため、相談支援専門員は、当該利用者等が居住
する地域の指定障害福祉サービス事業者等又は指
定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、
利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対
して提供することにより、利用者等にサービスの
選択を求めるべきものであり、特定の福祉サービ
ス等の事業を行う者に不当に偏した情報を提供す
るようなことや、利用者等の選択を求めることな
く同一の事業主体の福祉サービスのみによるサー
ビス等利用計画案を最初から提示することがあっ
てはならない。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－⑤ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の作成にあたっては、適切な方法
により、利用者について、その心身の状
況、その置かれている環境及び日常生活
全般の状況等の評価を通じて利用者の希
望する生活や課題等の把握(アセスメン
ト)を行い、利用者が自立した日常生活を
営むことができるように支援する上で解
決すべき課題の把握(アセスメント)を
行っているか。

【アセスメント】

 
サービス等利用計画は、個々の利用者の特性に応
じて作成されることが重要である。このため相談
支援専門員は、サービス等利用計画の作成に先立
ち利用者のアセスメントを行わなければならな
い。
アセスメントとは、利用者が既に提供を受けてい
る福祉サービス等や障害者の状況等の利用者を取
り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を
維持・向上させていく上で生じている問題点を明
らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこと
ができるように支援する上で解決すべき課題を把
握することであり、利用者の生活全般についてそ
の状態を十分把握することが重要である。
なお、当該アセスメントは、相談支援専門員の個
人的な考え方や手法のみによって行われてはなら
ず、その者の課題を客観的に抽出するための手法
として合理的なものと認められる適切な方法を用
いなければならないものである。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、アセス
メントの記録は、５年間保存しなければならな
い。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－⑥ 相談支援専門員は、アセスメント
に当たっては、利用者の居宅等を訪問し
利用者及びその家族に面接しているか。
この場合に面接の趣旨を利用者及びその
家族に対して十分に説明し、理解を得て
いるか。

【訪問・面接】

 
相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっ
ては、必ず利用者の居宅、障害者支援施設等、精
神科病院を訪問し、利用者及びその家族に面接し
て行わなければならない。この場合において、利
用者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構
築が重要であり、相談支援専門員は、面接の趣旨
を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理
解を得なければならない。このため、相談支援専
門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要であ
る。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－⑦ 相談支援専門員は、利用者につい
てのアセスメントに基づき、当該地域に
おける障害福祉サービス等又は指定地域
相談支援が提供される体制を勘案して、
当該アセスメントにより把握された解決
すべき課題等に対応するための最も適切
な福祉サービス等の組合せについて検討
し、利用者及びその家族の生活に対する
意向、総合的な援助の方針、生活全般の
解決すべき課題、提供される福祉サービ
ス等の目標及びその達成時期、福祉サー
ビス等の種類、内容、量、福祉サービス
等を提供する上での留意事項、モニタリ
ング期間に係る提案等を記載したサービ
ス等利用計画案を作成しているか。

【サービス等利用計画案作成】

 
相談支援専門員は、サービス等利用計画が利用者
の生活の質に直接影響する重要なものであること
を十分に認識し、サービス等利用計画案を作成し
なければならない。したがって、サービス等利用
計画案は、利用者及びその家族の希望並びに利用
者について把握された解決すべき課題をまず明ら
かにした上で、当該地域における指定障害福祉
サービス等又は指定地域相談支援が提供される体
制を勘案し、実現可能なものとする必要がある。
なお、当該サービス等利用計画案には、提供され
る福祉サービス等について、その長期的な目標及
びそれを達成するための短期的な目標並びにそれ
らの達成時期、市町村に対するモニタリング期間
に係る提案等を明確に盛り込み、当該達成時期に
はモニタリングの実施によりサービス等利用計画
及び各指定障害福祉サービス等又は指定地域相談
支援の評価を行い得るようにすることが重要であ
る。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
２－⑧ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画案に位置付けた福祉サービス等に
ついて、介護給付費等の対象となるかど
うかを区分した上で、当該サービス等利
用計画案の内容について、利用者又はそ
の家族に対して説明し、文書により利用
者等の同意を得ているか。

【サービス等利用計画案の説明及び同
意】

 
サービス等利用計画案に位置付ける福祉サービス
の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、
また、当該計画案は利用者の希望を尊重して作成
されなければならない。このため、当該計画案の
作成に当たって、これに位置付けるサービスにつ
いて、また、サービスの内容についても利用者の
希望を尊重するとともに、作成されたサービス等
利用計画案についても、最終的には、その内容に
ついて説明を行った上で文書によって利用者の同
意を得ることを義務づけることにより、利用者に
よるサービスの選択やサービス内容等への利用者
の意向の反映の機会を保障するものである。
なお、利用者への説明に当たっては、当該計画案
に位置付けたサービスが、利用者負担が生じる介
護給付等の対象となるか区分した上で行う必要が
ある。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－⑨ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画案を作成した際には、当該サービ
ス等利用計画案を利用者等に交付してい
るか。
【サービス等利用計画案の交付】

 
相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成
した際には、遅滞なく利用者等に交付しなければ
ならない。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、サービ
ス等利用計画案は、５年間保存しなければならな
い。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
２－⑪ 相談支援専門員は、サービス担当
者会議を踏まえたサービス等利用計画案
の内容について、利用者又はその家族に
対して説明し、文書により利用者等の同
意を得ているか。
【サービス等利用計画案の同意】

 
相談支援専門員は、第８号と同様に第10号のサー
ビス担当者会議を踏まえた計画案の内容につい
て、利用者又はその家族に対して説明を行った上
で、文書によって利用者の同意を得なければなら
ない。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
相談支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高
いサービス等利用計画を作成するため、支給決定
又は地域相談支援給付決定が行われた後に、各
サービスが共通の目標を達成するための具体的な
サービスの内容について、支給決定又は地域相談
支援給付決定の内容を踏まえて変更を行ったサー
ビス等利用計画案に位置づけた福祉サービス等の
担当者(以下「担当者」という。)からなるサービ
ス担当者会議の開催等により、当該計画案の内容
について説明を行うとともに、専門的な見地から
の意見を求めることが重要である。なお、相談支
援専門員は、複数職種間で直接に意見調整を行う
必要の有無について十分見極める必要があるもの
である。
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー
ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基
準」(平成18年厚生労働省令第171号)第12条及び
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定地域相談支援の事業
の人員及び運営に関する基準」（平成24年厚生労
働省令第27号）第８条において、指定障害福祉
サービス事業者及び指定一般相談支援事業者は、
市町村又は一般相談支援事業を行う者又は特定相
談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力しなけ
ればならない旨の規定を置いている。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、会議等
の記録は、５年間保存しなければならない。

 
２－⑩ 相談支援専門員は、支給決定又は
地域相談支援給付決定を踏まえてサービ
ス等利用計画案の変更を行い、指定障害
福祉サービス事業者等、指定一般相談支
援事業者その他の者との連絡調整を行う
とともに、サービス担当者会議を開催等
により、当該サービス等利用計画案の内
容について説明を行うとともに、担当者
から専門的な見地からの意見を求めてい
るか。

【サービス担当者会議の開催】
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
２－⑫ 相談支援専門員は、サービス等利
用計画を作成した際には、当該サービス
等利用計画を利用者等及び担当者に交付
しているか。
【サービス等利用計画の交付】

 
相談支援専門員は、第10号のサービス担当者会議
を踏まえたサービス等利用計画案について、第11
号の利用者等の同意を得た後、サービス等利用計
画を作成した際には、遅滞なく利用者等及び担当
者に交付しなければならない。
また、相談支援専門員は、担当者に対してサービ
ス等利用計画を交付する際に、当該計画の趣旨及
び内容等について十分に説明し、各担当者との共
有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する
福祉サービス等の当該計画における位置付けを理
解できるように配慮する必要がある。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、サービ
ス等利用計画は、５年間保存しなければならな
い。

基準省令第15
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
【留意事項通知】
(１)基本的な取扱い
指定計画相談支援の提供に当たっては、障害者自
立支援法に基づく指定計画相談支援の事業及び運
営に関する基準(平成24 年厚生労働省令第28
号。以下「計画相談支援基準」という。)に定め
る以下の基準のいずれかを満たさない場合に
は、所定単位数を算定しないものとする。
① 指定サービス利用支援
(一)サービス等利用計画の作成に当たってのアセ
スメントに係る利用者の居宅等への訪問による利
用者及びその家族への面接等(第15 条第２項第６
号)
(二)サービス等利用計画案の利用者又はその家族
への説明並びに利用者又は障害児の保護者の文書
による同意(同項第８号及び第11 号)
(三)サービス等利用計画案及びサービス等利用計
画の利用者又は障害児の保護者及び担当者への交
付(同項第９号及び第12 号)
(四)サービス担当者会議の開催等による担当者へ
の説明及び専門的な意見の聴取(同項第10 号)

報酬告示１
留意事項通知
第４の１（１）

 
(３)障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支
援を行う場合の取扱い
指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援対象
保護者に対して指定計画相談支援を行う場合に
は、児童福祉法(昭和21年法律第164号)に基づく
障害児相談支援給付費の報酬が算定されるため、
所定単位数を算定しないものとする。

報酬告示１
注４
留意事項通知
第４の１（３）

ＱＡ３－６

ＱＡ３－１４

ＱＡ３ー１７

ＱＡ３ー１８

 
〔障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を
行う場合〕
注４ 指定特定相談支援事業者が、障害児相談支援
対象保護者(児童福祉法第24条の26第1項に規定する
障害児相談支援対象保護者をいう。)に対して指定
計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定
しない。

 
【報酬告示】
１　計画相談支援費
　イ　サービス利用支援費　１，６１１単位

 
Ｑ：障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
Ａ：お見込みのとおり。

 
Ｑ：障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支
援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみ
の報酬が算定されるという理解でよいか。
Ａ：お見込みのとおり。

 
Ｑ：サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案
の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。
Ａ：サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請
後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を
踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定
後となる。

 
Ｑ：地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外
か。
Ａ：お見込みのとおり。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

ＱＡ３－１９

ＱＡ４－２

基準省令第15
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
３－② 相談支援専門員は、モニタリング
に当たって、利用者及びその家族、福祉
サービス事業者等との連絡を継続的に行
うこととし、モニタリング期間ごとに利
用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接
するほか、その結果を記録しているか。

 
相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、
サービス等利用計画の作成後においても、利用者
及びその家族、福祉サービスの事業を行う者等と
の連絡を継続的に行うこととし、市町村が支給決
定又は地域相談支援給付決定の際に、利用者に対
して通知するモニタリング期間ごとに、利用者の
居宅、精神科病院又は障害者支援施設等で面接を
行い、その結果を記録することが必要である。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、モニタ
リングの結果の記録は、５年間保存しなければな
らない。

基準省令第15
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
Ｑ：介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、重度訪問介護による外出支援等、障害福
祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画
の作成対象者として良いか。
Ａ：市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画が必要と認める場合には、作成対象者として差
し支えない。

 
Ｑ：サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年４月
分)として翌月に請求するのか。
(例)支給決定の通知日４月10日　計画作成４月20日　支給決定５月１日
Ａ：お見込みのとおり。

３　継続サービス利用支援

 
３－① 相談支援専門員は、サービス等利
用計画の作成後、サービス等利用計画の
実施状況の把握(モニタリング)を行い、
必要に応じて、サービス等利用計画の変
更、福祉サービス等の事業を行う者等と
の連絡調整その他の便宜の提供を行うと
ともに、新たな支給決定又は地域相談支
援給付決定が必要であると認められる場
合は、利用者等に対し、支給決定又は地
域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を
行っているか。

 
指定計画相談支援においては、利用者の有する解
決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わ
せて利用者に提供し続けることが重要である。こ
のために相談支援専門員は、利用者の解決すべき
課題の変化に留意することが重要であり、サービ
ス等利用計画の作成後においても、利用者及びそ
の家族、福祉サービスの事業を行う者等との連絡
を継続的に行うことにより、サービス等利用計画
の実施状況や利用者についての解決すべき課題の
把握を行い、必要に応じてサービス等利用計画の
変更、福祉サービス事業を行う者等との連絡調整
その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給
決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認
められる場合には、利用者等に対し、支給決定又
は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う
ものとする。
なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者
に直接サービスを提供する福祉サービス事業を行
う者等により把握されることも多いことから、相
談支援専門員は、当該福祉サービスの事業を行う
者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用
者の解決すべき課題の変化が認められる場合に
は、円滑に連絡が行われるよう体制の整備に努め
なければならない。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、福祉
サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関す
る記録は、５年間保存しなければならない。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
３－③ サービス等利用計画を変更する場
合に、２－①から２－⑦、２－⑩から２
－⑫の規定と同様の流れで行っている
か。

 
相談支援専門員は、サービス等利用計画を変更す
る際には、原則として、基準第15条第２項第１号
から第７号及び第10号から第12号までに規定され
たサービス等利用計画作成に当たっての一連の業
務を行うことが必要である。
なお、利用者等の希望による軽微な変更(サービ
ス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要
はないものとする。ただし、この場合において
も、相談支援専門員が利用者の解決すべき課題
の変化に留意することが重要であることは、同
条第３項第１号(サービス等利用計画の実施状況
等の把握及び評価等)に規定したとおりであるの
で念のため申し添える。

基準省令第15
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
３－④ 相談支援専門員は、適切な福祉
サービス等が総合的かつ効率的に提供さ
れた場合においても、利用者がその居宅
において日常生活を営むことが困難と
なったと認める場合又は利用者が指定障
害者支援施設等への入所又は入院を希望
する場合には、指定障害者支援施設等へ
の紹介その他の便宜の提供を行っている
か。

 
相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合
的かつ効率的に提供されているにもかかわらず、
利用者がその居宅において日常生活を営むことが
困難となったと認める場合又は利用者が指定障害
者支援施設等への入所又は入院を希望する場合に
は、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜
の提供を行うものとする。

基準省令第15
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
３－⑤ 相談支援専門員は、指定障害者支
援施設、精神科病院等から退所又は退院
しようとする利用者又はその家族から依
頼があった場合には、居宅における生活
へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、
必要な情報の提供及び助言を行う等の援
助を行っているか。

 
相談支援専門員は、指定障害者障害施設等又は精
神科病院等から退所又は退院しようとする利用者
から計画相談支援の依頼があった場合には、居宅
における生活へ円滑に移行できるよう、障害福祉
施設等と連携を図るとともに、あらかじめ必要な
情報の提供や助言等の援助を行うものとする。

基準省令第15
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
【留意事項通知】
(１)基本的な取扱い
指定計画相談支援の提供に当たっては、障害者自
立支援法に基づく指定計画相談支援の事業及び運
営に関する基準(平成24 年厚生労働省令第28
号。以下「計画相談支援基準」という。)に定め
る以下の基準のいずれかを満たさない場合に
は、所定単位数を算定しないものとする。
① サービス利用支援費(略)
② 指定継続サービス利用支援
(一)利用者の居宅等への訪問による利用者又は障
害児の保護者への面接等(同条第３項第２号)
(二)サービス等利用計画の変更についての①の
(一)から(四)までに準じた手続の実施(同条第３
項第３号により準用する同条第２項第６号、第10
号から第12 号まで)

報酬告示１
留意事項通知
第4の１（１）

 
(２)継続サービス利用支援費の算定月の取扱い
継続サービス利用支援費については、法第５条第
22 項に規定する厚生労働省令で定める期間ごと
に指定継続サービス利用支援を実施する場合に算
定するが、対象者が不在である等により当該期間
ごとに設定された指定継続サービス利用支援の実
施予定月の翌月となった場合であって、市町村が
やむを得ないと認めるときは、当該翌月において
も継続サービス利用支援費を算定できること。

報酬告示１
注２
留意事項通知
第４の１（２）

 
【報酬告示】
１ 計画相談支援費
　ロ 継続サービス利用支援費　１，３１０単位

 
注２ 継続サービス利用支援費は、事業者が、利用
者に対して指定継続サービス利用支援を行った場合
に、1月につき所定単位数を算定する。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
(４)同一の月に指定継続サービス利用支援と指定
サービス利用支援を行う場合
計画相談支援費については、障害福祉サービス又
は地域相談支援の支給決定等の有効期間の終期月
等において、指定継続サービス利用支援を行っ
た結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同
一の月に当該申請に係る指定サービス利用支援を
行った場合には、サービス等利用計画作成の一
連の支援であることから、継続サービス利用支
援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定
するものとする。
なお、障害福祉サービス又は地域相談支援の支
給決定等に当たって指定サービス利用支援を
行った後、同一の月に当該支給決定等に係る
サービスの利用状況を検証するための指定継続
サービス利用支援を行った場合には、サービス
利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方
を算定できるものとする。

報酬告示１
注５
留意事項通知
第４の１（４）

ＱＡ４－１

ＱＡ３－１５

 
（12）利用者
等に対する
サービス等
利用計画等
の書類の交
付

 
利用者等が他の指定特定相談支援事業者
の利用を希望する場合その他利用者等か
ら申出があった場合には、当該利用者等
に対し、直近のサービス等利用計画及び
その実施状況に関する書類を交付してい
るか。

 
指定特定相談支援事業者は、利用者等が他の指定
特定相談支援事業者の利用を希望する場合その他
利用者等からの申出があった場合には、変更後の
指定特定相談支援事業者が滞りなく指定計画相
談支援の業務を行うことができるよう、当該利
用者等に対し、直近のサービス等利用計画及び
その実施状況に関する書類を交付しなければな
らないこととしたものである。

基準省令第16
条
解釈通知第2
－2(12)

 
（13）計画相
談支援対象
障害者等に
関する区へ
の通知

 
指定計画相談支援を受けている利用者等
が偽りその他不正な行為によって計画相
談支援給付費の支給を受け、又は受けよ
うとしたときは、遅滞なく、意見を付し
てその旨を区に通知しているか。

 
法第８条第１項の規定により、区は、偽りその他
不正な手段によって自立支援給付の支給を受けた
者があるときは、その者から、その支給を受けた
額に相当する金額の全部又は一部を徴収できるも
のであり、指定特定相談支援事業者は、その計画
相談支援対象障害者等が偽りその他不正な手段に
よって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受
けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して区
に通知しなければならないこととしたものであ
る。

基準省令第17
条
解釈通知第2
－2(13)

 
管理者は、相談支援専門員その他の従業
者の管理、指定計画相談支援の利用の申
込みに係る調整、業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行っているか。

基準省令第18
条第1項
解釈通知第2
－2(14)

 
管理者は、相談支援専門員その他の従業
者にこの章の規定を遵守させるため必要
な指揮命令を行っているか。

基準省令第18
条第2項
解釈通知第2
－2(14)

 
Ｑ：サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等
利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。
Ａ：単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討
が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要がある。
　なお、モニタリング期間については、市町村において、標準期間を踏まえ、サービスの種類や量、
その他の状況等を勘案して個別に判断されたい。

 
Ｑ：モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場
合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。
Ａ：算定できる。

 
〔同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サー
ビス利用支援を行う場合〕
注５ 事業者が、同一の月において、同一の利用者
に対して指定継続サービス利用支援を行った後
に、指定サービス利用支援を行った場合には、継
続サービス利用支援費に係る所定単位数は算定し
ない。

 
(14)管理者
の責務

 
指定特定相談支援事業所の管理者は、従業者及び
業務の一元的管理並びに従業者に基準第２章第３
節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命
令を行うことを規定したものである.
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
(16)勤務体
制の確保等

 
① 事業者は、利用者等に対し、適切な指
定計画相談支援を提供できるよう、事業
所ごとに、相談支援専門員その他の従業
者の勤務の体制を定めているか。
※原則として月ごとの勤務表を作成し、
従業者については、日々の勤務時間、職
務の内容、常勤・非常勤の別、管理者と
の兼務関係等を明確にすること。

 
利用者等に対する適切な指定計画相談支援の提供
を確保するため、従業者の勤務体制等について規
定したものであるが、次の点に留意する必要があ
る。
基準第20条第１項は、指定特定相談支援事業所ご
とに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業
者については、日々の勤務時間、職務の内容、常
勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確に
することを定めたものであること。

基準省令第20
条第1項
解釈通知第2
－2(16)

 
(15)運営規
程

 
指定計画相談支援の事業の適正な運営及び利用者
に対する適切な指定計画相談支援の提供を確保す
るため、基準第19条第１号から第８号までに掲げ
る事項を内容とする規程を定めることを指定特定
相談支援事業所ごとに義務づけたものであるが、
特に次の点に留意するものとする。
① 従業者の職種、員数及び職務の内容(第２号)
従業者については、相談支援専門員とその他の従
業者に区分し、員数及び職務の内容を記載するこ
ととする。
② 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに
計画相談支援対象障害者等から受領する費用及び
その額(第４号)
指定計画相談支援の提供方法及び内容について
は、サービスの内容及び計画相談支援対象障害者
等から相談を受ける場所、課題分析の手順等を記
載するものとする。
計画相談支援対象障害者等から受領する費用及び
その額については、計画相談支援給付費(法定代
理受領を行わない場合に限る。)のほかに、基準
第12条第２項に規定する額を指すものである。
③ 通常の事業の実施地域(第５号)
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特
定されるものとすること。なお、通常の事業の実
施地域は、利用申込みに係る調整等の観点からの
目安であり、当該地域を越えてサービスが行われ
ることを妨げるものではないものであること。
④ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた
場合には当該障害の種類(第６号)
指定特定相談支援事業者は、障害の種類にかかわ
らず利用者を受け入れることを基本とするが、
サービスの専門性を確保するためやむを得ないと
認められる場合においては、事業の主たる対象と
する障害の種類を特定して事業を実施することも
可能であること。
⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項(第７
号)
施設における「虐待の防止のための措置」につい
ては、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号)
において、障害者虐待を未然に防止するための対
策及び虐待が発生した場合の対応について規定し
ているところであるが、より実効性を担保する観
点から、指定特定相談支援事業者は、利用者に対
する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が
図られるための必要な措置について、あらかじめ
運営規程に定めることとしたものである。
具体的には、
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及する
ための研修の実施（研修方法や研修計画など）
等を指すものであること。

 
事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事
業の運営についての重要事項に関する運
営規程を定めてあるか。(適切に内容の変
更を行っているか)
□事業の目的及び運営の方針
□従業者の職種､員数及び職務内容
□営業日及び営業時間
□指定計画相談支援の提供方法及び内容
並びに計画相談支援対象障害者等から受
領する費用及びその額
□通常の事業の実施地域
□事業の主たる対象とする障害の種類を
定めた場合には当該障害の種類
□虐待の防止のための措置に関する事項

基準省令第19
条
解釈通知第2
－2(15)
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
② 相談支援専門員に指定計画相談支援の
業務を担当させているか。
※ただし、相談支援専門員の補助の業務
については、相談支援専門員以外の者で
も可能

 
同条第２項は、当該指定特定相談支援事業所の従
業者によって指定計画相談支援を提供するべきこ
とを規定したものであるが、指定特定相談支援事
業所の従業者とは、雇用契約その他の契約によ
り、当該事業所の管理者の指揮命令下にある従業
者を指すものであること。

基準省令第20
条第2項
解釈通知第2
－2(16)

 
③ 事業者は、相談支援専門員の資質の向
上のために、その研修の機会を確保して
いるか。

 
同条第３項は、当該指定特定相談支援事業所の従
業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する
研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画
的に確保することとしたものであること。

基準省令第20
条第3項
解釈通知第2
－2(16)

 
（18）衛生管
理等

 
事業者は、従業者の清潔の保持及び健康
状態について、必要な管理を行っている
か。
事業者は、事業所の設備及び備品等につ
いて、衛生的な管理に努めているか。

 
指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持
及び健康状態の管理並びに指定特定相談支援事業
所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべき
ことを規定したものである。

基準省令第22
条
解釈通知第2
－2(18)

 
① 事業者は、事業所の見やすい場所に、
運営規程の概要、基本相談支援及び計画
相談支援の実施状況、相談支援専門員の
有する資格、経験年数及び勤務の体制そ
の他の利用申込者のサービスの選択に資
すると認められる重要事項を掲示してい
るか。

 
基準第23条第１項は、基準第５条の規定により指
定計画相談支援の提供開始時に、重要事項(その
内容については(１)参照)を利用申込者に対して
説明を行った上で同意を得ることに加え、指定特
定相談支援事業所への当該重要事項の掲示を義務
づけることにより、サービス提供が開始された
後、継続的にサービスが行われている段階におい
ても利用者の保護を図る趣旨である

基準省令第23
条第1項
解釈通知第2
－2(19)

 
② 事業者は、①に規定する重要事項の公
表に努めているか。

 
同条第２項は、基本相談支援及び計画相談支援の
実施状況等を公表することにより、利用申込者の
サービスの選択に資することから、第１項に加
え、当該重要事項の公表に努めるべき旨を規定し
たものである。
なお、公表の方法については、ホームページによ
る掲載等、適宜工夫すること。

基準省令第23
条第2項
解釈通知第2
－2(19)

 
（17）設備及
び備品等

基準省令第21
条
解釈通知第2
－2(17)

 
（19）掲示等

 
① 事務室
指定特定相談支援事業所には、事業の運営を行う
ために必要な面積を有する専用の事務室を設ける
ことが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用
に供するものと明確に区分される場合は、他の事
業と同一の事務室であっても差し支えない。
なお、この場合に、区分がされていなくても業務
に支障がないときは、指定計画相談支援の事業を
行うための区画が明確に特定されていれば足りる
ものとする。
② 受付等のスペースの確保
事務室又は指定計画相談支援の事業を行うための
区画については、利用申込みの受付、相談、サー
ビス担当者会議等に対応するのに適切なスペース
を確保するものとし、相談のためのスペース等は
利用者等が直接出入りできるなど利用しやすい構
造とする。
③ 設備及び備品等
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援に
必要な設備及び備品等を確保するものとする。た
だし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場
合であって、指定計画相談支援の事業又は当該他
の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当
該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び
備品等を使用することができるものとする。
なお、事務室又は区画、設備及び備品等について
は、必ずしも事業者が所有している必要はなく、
貸与を受けているものであっても差し支えない。

 
事業者は、事業を行うために必要な広さ
の区画を有するとともに、指定計画相談
支援の提供に必要な設備及び備品等を備
えているか。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
(20)秘密保
持等

 
① 事業所の従業者及び管理者は、正当な
理由がなく、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らしていない
か。

 
基準第24条第１項は、指定特定相談支援事業所の
従業者及び管理者に、その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ
る。

基準省令第24
条第1項
解釈通知第2
－2(20)

 
② 事業者は、従業者及び管理者であった
者が、正当な理由がなく、その業務上知
り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら
すことがないよう、必要な措置を講じて
いるか。

 
同条第２項は、指定特定相談支援事業者に対し
て、過去に当該指定特定相談支援事業所の従業者
及び管理者であった者が、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう
必要な措置を取ることを義務づけたものであり、
具体的には、指定特定相談支援事業者は、当該指
定特定相談支援事業所の従業者等が、従業者等で
なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべ
き旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違
約金についての定めを置くなどの措置を講ずべき
こととするものである。

基準省令第24
条第2項
解釈通知第2
－2(20)

 
③ 事業者は、サービス担当者会議等にお
いて、利用者又はその家族の個人情報を
用いる場合は、あらかじめ文書により当
該利用者又はその家族の同意を得ている
か。

 
同条第３項は、相談支援専門員及びサービス等利
用計画に位置付けられた各福祉サービス等の担当
者が、サービス担当者会議等において利用者又は
その家族の個人情報を用いる場合は、指定特定相
談支援事業者等は、あらかじめ、文書により利用
者又はその家族から同意を得る必要があることを
規定したものであるが、この同意は、サービス提
供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意
を得ておくことで足りるものである。

基準省令第24
条第3項
解釈通知第2
－2(20)

 
（21）広告

 
指定特定相談支援事業者について広告す
る場合において、その内容を虚偽のもの
又は誇大なものとしていないか。

基準省令第25
条

 
（22）障害福
祉サービス
事業者等か
らの利益収
受等の禁止

 
① 事業者及び管理者は、サービス等利用
計画の作成又は変更に関し、相談支援専
門員に対して特定の福祉サービス等の事
業を行う者等によるサービスを位置付け
るべき旨の指示等を行っていないか。

 
基準第26条第１項は、サービス等利用計画の作成
又は変更に関し、指定特定相談支援事業者及び指
定特定相談支援事業所の管理者が当該指定特定相
談支援事業所の相談支援専門員に利益誘導のため
に特定の福祉サービスの事業を行う者等による
サービスを位置付ける旨の指示等を行うことを禁
じるものである。これは、サービス等利用計画が
あくまで利用者の解決すべき課題に即したもので
あることを要求したものである。例えば、指定特
定相談支援事業者又は指定特定相談支援事業所の
管理者が、同一法人系列の福祉サービスの事業を
行う者のみを位置付けるように指示すること等に
より、解決すべき課題に反するばかりでなく、事
実上他の福祉サービスの事業を行う者の利用を妨
げることを指すものである。

基準省令第26
条第1項
解釈通知第2
－2(21)

 
② 相談支援専門員は、サービス等利用計
画の作成又は変更に関し、利用者等に対
して特定の福祉サービス等の事業を行う
者等によるサービスを利用すべき旨の指
示等をしていないか。

 
同条第２項は、指定特定相談支援事業所の相談支
援専門員が利用者に利益誘導のために特定の福祉
サービスの事業を行う者によるサービスを利用す
べき旨の指示等を行うことを禁止した規定であ
る。これも前項と同様、相談支援の公正中立をう
たったものであり、例えば、指定特定相談支援事
業所の相談支援専門員が、同一法人系列の福祉
サービスの事業を行う者のみを利用することを指
示すること等により、解決すべき課題に反するば
かりでなく、事実上他の福祉サービスの事業を行
う者の利用を妨げることを指すものである。

基準省令第26
条第2項
解釈通知第2
－2(21)
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
③ 事業者及びその従業者は、サービス等
利用計画の作成又は変更に関し、利用者
に対して特定の福祉サービス等の事業を
行う者等によるサービスを利用させるこ
との対償として、金品その他の財産上の
利益を収受していないか。

 
同条第３項は、計画相談支援の公正中立を確保す
るために、指定特定相談支援事業者及びその従業
者が、利用者に対して特定の福祉サービスの事業
を行う者等によるサービスを利用させることの対
償として、当該福祉サービスの事業を行う者等か
ら金品その他の財産上の利益を享受してはならな
いこととしたものである。

基準省令第26
条第3項
解釈通知第2
－2(21)

 
(23)苦情解
決

 
① 事業者は、その提供した指定計画相
談支援又はサービス等利用計画に位置付
けた福祉サービス等に関する利用者又そ
の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応
するために、苦情を受け付けるための窓
口を設置する等の必要な措置を講じてい
るか。

 
基準第27条第１項は、利用者の保護及び適切かつ
円滑な指定計画相談支援及び福祉サービス等の利
用に資するため、自ら提供した指定計画相談支援
又はサービス等利用計画に位置付けた福祉サービ
ス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅
速かつ適切に対応しなければならないこととした
ものである。そのために、苦情を受け付けるため
の窓口を設置するなど、苦情解決の体制及び手順
等当該事業所における苦情を解決するための必要
な措置を講じなければならない。
当該措置の概要については、相談窓口の連絡先、
苦情処理の体制及び手順等を重要事項を記した文
書等に記載して利用者に説明するとともに、事業
所に掲示することが望ましい。

基準省令第27
条第1項
解釈通知第2
－2(22)

 
② 事業者は、①の苦情を受け付けた場合
には、当該苦情の内容等を記録している
か。

 
同条第２項は、苦情に対し指定特定相談支援事業
者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当
該苦情（指定特定相談支援事業者が提供したサー
ビスとは関係のないものを除く。）の受付日、内
容等を記録することを義務付けたものである。ま
た、指定特定相談支援事業所は、苦情がサービス
の質の向上を図る上での重要な情報であるとの認
識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の
向上に向けた取り組みを自ら行うべきである。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、苦情の
内容等の記録は、５年間保存しなければならな
い。

基準省令第27
条第2項
解釈通知第2
－2(22)

 
③ 事業者は、その提供した指定計画相談
支援に関し、法第10条第1項の規定により
市町村が行う報告若しくは文書その他の
物件の提出若しくは提示の命令又は当該
職員からの質問若しくは事業所の設備若
しくは帳簿書類その他の物件の検査に応
じ、及び利用者又はその家族からの苦情
に関して市町村が行う調査に協力すると
ともに、市町村から指導又は助言を受け
た場合は、当該指導又は助言に従って必
要な改善を行っているか。

 
同条第３項から第６項までの規定は、住民に最も
身近な行政庁である市町村及び市町村の総括的立
場にある都道府県が、サービスに関する苦情に対
応する必要が生ずることから、市町村及び都道府
県が、指定特定相談支援事業者に対する苦情に関
する調査や指導、助言及び報告命令を行えること
を運営基準上、明確にしたものである。

基準省令第27
条第3項
解釈通知第2
－2(22)

 
④ 事業者は、その提供した指定計画相談
支援に関し、法第11条第2項の規定により
都道府県知事が行う報告若しくは指定相
談支援の提供の記録、帳簿書類その他の
物件の提出若しくは提示の命令又は当該
職員からの質問に応じ、及び利用者又は
その家族からの苦情に関して都道府県知
事が行う調査に協力するとともに、県知
事から指導又は助言を受けた場合は、当
該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

基準省令第27
条第4項
解釈通知第2
－2(22)
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
⑤ 事業者は、その提供した指定計画相談
支援に関し、法第51条の27第2項の規定に
より市町村長が行う報告若しくは帳簿書
類その他の物件の提出若しくは提示の命
令又は当該職員からの質問若しくは指定
特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿
書類その他の物件の検査に応じ、及び利
用者又はその家族からの苦情に関して市
町村長が行う調査に協力するとともに、
市町村長から指導又は助言を受けた場合
は、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行っているか。

基準省令第27
条第5項
解釈通知第2
－2(22)

 
⑥ 事業者は、都道府県知事、市町村又は
市町村長から求めがあった場合には、③
から⑤までの改善の内容を都道府県知
事、市町村又は市町村長に報告している
か。

基準省令第27
条第6項
解釈通知第2
－2(22)

 
⑦ 事業者は、社会福祉法第83条に規定す
る運営適正化委員会が同法第85条の規定
により行う調査又はあっせんにできる限
り協力しているか。

 
同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉
協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関す
る苦情の解決について相談等を行うこととされた
ことを受けて、運営適正化委員会が行う同法第85
条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力
することとしたものである。

基準省令第27
条第7項
解釈通知第2
－2(22)

 
(24)事故発
生時の対応

 
① 事業者は、利用者等に対する指定計画
相談支援の提供により事故が発生した場
合は、都道府県、市町村、当該利用者等
の家族等に連絡を行うとともに、必要な
措置を講じているか。

基準省令第28
条第1項
解釈通知第2
－2(23)

 
② 事業者は、①の事故の状況及び事故に
際して採った処置について、記録してい
るか。 基準省令第28

条第2項
解釈通知第2
－2(23)

 
③ 事業者は、利用者等に対する指定計画
相談支援の提供により賠償すべき事故が
発生した場合は、損害賠償を速やかに
行っているか。 基準省令第28

条第3項
解釈通知第2
－2(23)

 
(25) 会計の
区分

 
事業者は、事業所ごとに経理を区分する
とともに、指定計画相談支援の事業の会
計をその他の事業の会計と区分している
か。

 
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事
業所ごとに経理を区分するとともに、指定計画相
談支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分
しなければならないこととしたものである。

基準省令第29
条
解釈通知第2
－2(24)

 
(26) 記録の
整備

 
① 事業者は、従業者、設備、備品及び会
計に関する諸記録を整備してあるか。

基準省令第30
条第1項
解釈通知第2
－2(25)

 
利用者等が安心して指定計画相談支援の提供を受
けられるよう、指定特定相談支援事業者は、利用
者等に対する指定計画相談支援の提供により事故
が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用
者等の家族等に対して連絡を行うとともに、必要
な措置を講じ、また、利用者等に対する指定計画
相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した
場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな
いこととしたものである。
なお、基準第30条第２項の規定に基づき、事故の
状況及び事故に際して採った処置についての記録
は、５年間保存しなければならない。このほか、
以下の点に留意するものとする。
① 利用者等に対する指定計画相談支援の提供に
より事故が発生した場合の対応方法については、
あらかじめ指定特定相談支援事業者が定めておく
ことが望ましいこと。
② 指定特定相談支援事業者は、賠償すべき事態
において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険
に加入しておくことが望ましいこと。
③ 指定特定相談支援事業者は、事故が生じた際
にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策
を講じること。
なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスク
マネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年
３月28日福祉サービスにおける危機管理に関する
検討会)が示されているので、参考にされたい。
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基準省令 解釈通知 根拠法令等

 
② 事業者は、利用者等に対する指定計画
相談支援の提供に関する次の各号に掲げ
る記録を整備し、当該指定計画相談支援
を提供した日から５年間保存している
か。
１(11)－３－①に規定する福祉サービス
等の事業を行う者等との連絡調整(モニタ
リング時の連絡調整)に関する記録
２ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を
記載した相談支援台帳
イ サービス等利用計画案及びサービス等
利用計画
ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリング結果の記録
３ 計画相談支援対償障害者に関する市町
村への通知に係る記録(11)関係
４ 苦情の内容等の記録
５ 事故の状況及び事故に際して採った処
置についての記録

（1）指定に係
る変更の届
出 法施行規則で定める事項に変更があった

ときは、変更届を変更後10日以内に江戸
川区長に届け出ているか。

リーフレット掲載項目(法人名、事業所
名、電話番号、FAX番号、所在地、サービ
ス種別)に変更があったときは、変更届を
変更の前月20日までに江戸川区長に届け
出ているか。

届出先は障害者福祉課事業者調整係です。
法第51条の25
施行規則第34
条の60

（2）業務管理
体制整備に
係る変更の
届出

法施行規則で定める事項に変更があった
ときは、変更届を遅滞なく江戸川区長に
届け出ているか。

届出先は障害者福祉課事業者調整係です。
法第51条の31
施行規則第34
条の62

３　変更の届出

基準省令第30
条第2項
解釈通知第2
－2(25)

 
基準第30条第２項により、指定特定相談支援事業
者は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日
から５年間備えておかなければならないこととし
たものであること。
① 第15条第３項第１号に規定する福祉サービス
等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
② 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載し
た相談支援台帳
イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計
画
ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの結果の記録
③ 第17条に規定する市町村への通知に係る記録
④ 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録
⑤ 第28条第２項に規定する事故の状況及び事故
に際して採った処置についての記録
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① 事業所ごとに専らその職務に従事
（専従）する者（以下「指定地域移行支
援従事者」という。）を置いているか。

ただし、指定地域移行支援の業務に支障
がない場合は、当該指定地域移行支援事
業所の他の職務に従事させ、又は他の事
業所、施設等の職務に従事させることが
できるものとする。

 
② ①の専従職員を置いていない場合、
上記ただし書きに該当する職員を置いて
いるか。

 
③ 指定地域移行支援従事者のうち1人以
上は、相談支援専門員の要件を満たす者
を配置しているか。

管理者は、専従であるか。

 
専従でない場合、基準に適合した勤務と
なっているか。

※兼務が認められる場合
「ただし、指定地域移行支援事業所の管
理上支障がない場合は、当該指定地域移
行支援事業所の他の職務に従事させ、又
は他の事業所、施設等の職務に従事させ
ることができるものとする。」

地域相談支援事業に係る自己点検票

 
（１）従業者
（相談支援専
門員）

 
（２）管理者

確認項目

点検結果

　
基準第３条第１項は、指定地域移行支援事業者
が、事業所ごとに必ず１人以上の指定地域移行
支援従事者を置くことを定めたものである。
指定地域移行支援事業所に置くべき指定地移行
支援従事者は、原則として、サービス提供時間
帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させ
てはならない。この場合のサービス提供時間帯
とは、指定地域移行支援従事者の当該事業所に
おける勤務時間をいうものであり、当該指定地
域移行支援従事者の常勤・非常勤の別を問わな
い。
ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない
場合においては、指定地域移行支援従事者を当
該指定地域移行支援事業所の他の業務又は他の
事業所・施設等の業務に従事させることができ
る。
これは、例えば、指定地域移行支援のサービス
提供時間帯において、指定地域移行支援の業務
に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事
業所の管理者や、併設する事業所の業務等に従
事することができることをいう。なお、指定特
定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業
所の業務と兼務する場合については、業務に支
障がない場合として認める。
同条第２項は、第１項の指定地域移行支援従事
者のうち１人以上は、相談支援専門員でなけれ
ばならないことを定めたものである。

１　人員に関する基準

基準省令第4
条
解釈通知第2
－1(2)

 
指定地域移行支援事業所の管理者は、原則とし
て専ら当該事業所の管理業務に従事するものと
する。ただし、当該事業所の管理業務に支障が
ないときは、当該指定地域移行支援事業所の他
の業務や、併設する事業所の業務等を兼ねるこ
とができる。また、指定特定相談支援事業所又
は指定障害児相談支援事業所と兼務する場合に
ついては、管理業務に支障がない場合として認
めるものとする。なお、管理者は、指定地域移
行支援の従業者である必要はないものである。

根拠法令等基準省令 解釈通知

【ポイント】
・指定地域移行支援事業所へは１人以上指定地域移行支援従事者を置く必要がある。
・指定地域移行支援従事者は、相談支援専門員である必要がないが、事業所に配置する指定地域移行支援従事者
のうち、1人以上は相談支援専門員である必要がある。
【兼務の整理】　※この場合の兼務とは、指定地域移行支援事業所のサービス提供時間帯において、他の業務に従
事する場合をいう。
・指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の業務との兼務は可能。
・当該指定地域移行支援事業所の管理者や、併設する事業所の業務等との兼務は業務に支障がない場合に可能。
→兼務する業務（職種）が兼務可能かどうか確認が必要。

２　運営に関する基準

平23厚令27
（基準省令）
第3条

平18厚告549
（相談支援専
門員の要件）

平23障発
033021（解釈
通知）第2－
1(1)
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
(２)契約内容
の報告等

 
指定地域相談支援の利用に係る契約をし
たときは、その旨を市町に対し遅滞なく
報告しているか。

　
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援
の提供に係る契約が成立したときは、遅滞なく
市町村に対し契約成立の旨を報告しなければな
らないこととしたものである。

基準省令第6
条
解釈通知第2
－2(2)

 
指定地域移行支援事業者は、原則として、利用
申込に対して応じなければならないことを規定
したものであり、特に、障害支援区分や所得の
多寡を理由にサービス提供を拒否することを禁
止するものである。提供を拒むことができる正
当な理由がある場合とは、

基準省令第7
条

① 当該事業所の現員からは利用申込に応じき
れない場合
② 利用申込者の入所、入院等する障害者支援
施設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設
等が当該事業所の通常の事業の実施地域外であ
る場合
③ 当該事業所の運営規程において主たる対象
とする障害の種類を定めている場合であって、
これに該当しない者から利用申込みがあった場
合
④ その他利用申込者に対し自ら適切な指定地
域移行支援を提供することが困難な場合

解釈通知
第2－2(3)

基準省令第5
条第1項

解釈通知第2
－2(1)

 
(１)内容及び
手続きの説
明及び同意

 
(３)提供拒否
の禁止

　
指定地域移行支援事業者は、利用者に対し適切
な指定地域移行支援を提供するため、その提供
の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対
し、当該指定地域移行支援事業所の運営規程の
概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、
苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選
択するために必要な重要事項について、利用者
の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかり
やすい説明書やパンフレット等の文書を交付し
て懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定
地域移行支援の提供を受けることにつき、当該
利用申込者の同意を得なければならないことと
したものである。
なお、利用者及び指定地域移行支援事業所双方
の保護の立場から書面によって確認することが
望ましいものである。
また、利用者との間で当該指定地域移行支援の
提供に係る契約が成立したときは、利用者の障
害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福
祉法第77条第1項の規定に基づき、
① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所
の所在地
② 当該事業の経営者が提供する指定地域移行
支援の内容
③ 当該指定地域移行支援の提供につき利用者
が支払うべき額に関する事項
④ 指定地域移行支援の提供開始年月日
⑤ 指定地域移行支援に係る苦情を受け付ける
ための窓口を記載した書面を交付すること。
なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に
記載すべき事項を電子情報処理組織をしようす
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法
により提供することができる。

 
地域相談支援給付決定障害者が指定地域
相談支援の利用の申込みを行ったとき
は、当該利用の申込みを行った地域相談
支援給付決定障害者に係る障害の特性に
応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申
込者に対し、運営規程の概要その他の利
用申込者のサービスの選択に資すると認
められる重要事項を記した文書を交付し
て説明を行い、当該指定地域移行支援の
提供の開始について当該利用申込者の同
意を得ているか。

 
正当な理由がなく、指定地域移行支援の
提供を拒んでいないか。
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点検結果

根拠法令等基準省令 解釈通知

 
(４)連絡調整
に対する協
力

 
指定地域移行支援の利用について市町村
又は指定特定相談支援事業者が行う連絡
調整にできる限り協力しているか。

 
指定地域移行支援事業者は、市町村又は指定特
定相談支援事業者が行う利用者の紹介、地域に
おけるサービス担当者会議への出席依頼等の連
絡調整等に対し、指定地域移行支援の円滑な利
用の観点から、できる限り協力しなければなら
ないこととしていものである。

基準省令第8
条
解釈通知第2
－2(4)

 
(５)サービス
提供困難時
の対応

 
事業所の通常の事業の実施地域等を勘案
し、利用申込者に対し自ら適切な指定地
域移行支援を提供することが困難である
と認めた場合は、適当な他の事業者の紹
介その他の必要な措置を速やかに講じて
いるか。

 
指定地域移行支援事業者は、基準第7条の正当
な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指
定地域移行支援を提供することが困難であると
認めた場合には、基準第９条の規定により、適
当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他
の必要な措置を講じなければならないものであ
る。

基準省令第9
条
解釈通知第2
－2(5)

 
(６)受給資格
の確認

 
指定地域移行支援の提供を求められた場
合は、その者の提示する地域相談支援受
給者証によって、地域相談支援給付費の
支給対象者であること、地域相談支援支
給決定の有無、地域相談支援支給決定の
有効期間、支給量等を確かめているか。

 
指定地域移行支援の利用に係る地域相談支援給
付費の支給を受けることができるのは、地域相
談支援給付決定障害者であるため、指定地域移
行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に際
し、地域相談支援給付決定障害者の提示する地
域相談支援受給者証によって、地域相談支援給
付決定障害者であること、地域相談支援給付決
定の有無及び地域相談支援給付決定の有効期
間、地域相談支援給付量等を確かめなければな
らないこととしたものである。

基準省令第10
条
解釈通知第2
－2(6)

 
(７)地域相談
支援給付決
定の申請に
係る援助

 
地域相談支援支給決定を受けていない者
から利用の申込みがあった場合は、その
者の意向を踏まえて速やかに地域相談支
援給付決定の申請が行われるよう必要な
援助を行わっているか。
地域相談支援支給決定に通常要すべき標
準的な期間を考慮し、地域相談支援給付
決定の有効期間の終了に伴う地域相談支
援給付決定の申請について、必要な援助
を行っているか。

 
基準第11条第１項は、地域相談支援給付決定を
受けていない者から利用の申込みを受けた場合
には、その者の意向を踏まえて速やかに地域相
談支援給付費の支給申請に必要な援助を行うこ
ととするものである。
同条第２項は、利用者の地域相談支援給付決定
に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利
用者がサービスを利用する意向がある場合に
は、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじ
め余裕をもって当該利用者が支給申請を行うこ
とができるよう申請勧奨等の必要な援助を行う
ことを定めたものである。

基準省令第11
条
解釈通知第2
－2(7)

（８）心身の
状況の把握

指定地域移行支援事業者は、指定地域移
行支援の提供にあたっては、利用者の心
身の状況、その置かれている環境、他の
保健医療サービス又は福祉サービスの利
用状況等の把握に努めているか。

基準省令第12
条

（９）指定障
害福祉サー
ビス事業者
等との連携
等

① 指定地域移行支援事業者は、指定地
域移行支援の提供に当たっては、地域及
び家庭との結び付きを重視した運営を行
い、市町村、指定障害福祉サービス事業
者等その他の保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との密接な連携に
努めているか。
② 指定地域移行支援事業者は、指定地
域移行支援の提供の終了に際しては、利
用者又はその家族に対して適切な援助を
行うとともに、市町村、指定障害福祉
サービス事業者等その他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めているか。

基準条例第13
条
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
(10)身分を証
する書類の
携行

 
従業者に身分を証する書類を携行させ、
初回訪問時及び利用者又はその家族から
求められたときは、これを提示すべき旨
を指導しているか。
また、証書等には、当該事業所の名称、
当該従業者の氏名を記載しているか。

 
利用者が安心して指定地域移行支援の提供を受
けられるよう、指定地域移行支援事業者は、当
該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援
従事者に身分を明らかにする証書や名札等を携
行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族か
ら求められたときは、これを提示すべき旨を指
導しなければならないこととしたものである。
なお、この証書等には、当該指定地域移行支援
事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するも
のとし、当該従業者の写真の貼付や職能の記載
を行うことが望ましい。

基準省令第14
条
解釈通知第2
－2(8)

 
(11)サービス
の提供の記
録

 
指定地域移行支援を提供した際は、当該
指定地域移行支援の提供日、内容その他
必要な事項を当該指定地域移行支援の提
供の都度記録しているか。
事業者は、サービスの提供の記録に際し
ては、地域相談支援給付決定障害者から
指定地域移行支援を提供したことについ
て確認を受けているか。

 
① 記録の時期
基準第15条第1項は、利用者及び指定地域移行
支援事業者が、その時点での指定地域移行支援
の利用状況等を把握できるようにするため、指
定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を
提供した際には、当該指定地域移行支援の提供
日、提供したサービスの具体的内容等の利用者
への伝達すべき必要な事項を、後日一括して記
録するのではなく、サービスの提供の都度記録
しなければならないこととしてものである。
② 利用者の確認
同条第2項は、同条第1項のサービスと提供の記
録について、サービスの提供に係る適切な手続
きを確保する観点から、利用者の確認を得なけ
ればならないこととしてものである。

基準省令第15
条
解釈通知第2
－2(9)

 
① 指定地域移行支援を提供する地域相
談支援給付決定障害者に対して金銭の支
払いを求めることができるのは、当該金
銭の使途が直接利用者の便益を向上させ
るものであって、当該地域相談支援給付
決定障害者に支払を求めることが適当で
あるものに限られているか。

基準省令第16
条第1項
解釈通知第2
－2(10)

 
② 上記の規定により金銭の支払を求め
る際は、当該金銭の使途及び額並びに支
給決定障害者に金銭の支払を求める理由
について書面によって明らかにするとと
もに支給決定障害者に対し説明を行い、
その同意を得ているか。

基準省令第16
条第2項
解釈通知第2
－2(10)

 
(13) 指定地
域相談支援
給付費の額
等の受領

 
① 法定代理受領を行わない場合
法定代理受領を行わない指定地域相談支
援を提供した際は、地域相談支援給付決
定障害者から法第51条の14第3項の規定
により算定された指定地域相談支援給付
費の額の支払いを受けているか。

 
基準第17条第１項は、指定地域移行支援事業者
が、法定代理受領を行わない指定地域移行支援
を提供した際には、地域相談支援給付決定障害
者から法第51条の14第３項に規定する厚生労働
大臣が定める基準により算定した地域相談支援
給付費の額の支払を受けることとしたものであ
る。

基準省令第17
条第1項
解釈通知第2
－2(11)

 
指定地域移行支援事業者は、基準第17条第1項
及び第2項に規定する額の他、曖昧な名目によ
る不適切な費用の徴収を行うことはできないこ
ととしたものであるが、利用者の直接便益を向
上させるものについては、次の要件を満たす場
合に、利用者に金銭の支払を求めることは差し
支えないものである。
① 指定地域移行支援のサービス提供の一貫と
して行われるものではないサービスの提供に要
する費用であること。
② 利用者に求める金額、その使途及び金銭の
支払いを求める理由について記載した書面を利
用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用
者の同意をえていること。

 
(12) 指定地
域相談支援
事業者が地
域相談支援
給付決定障
害者に求め
ることのでき
る金銭の支
払いの範囲
等
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
② 交通費の受領
①の支払を受ける額のほか、地域相談支
援給付決定障害者の選定により通常の事
業の実施地域以外の地域の利用者を訪問
して指定地域移行支援を提供する場合
は、それに要した交通費の額の支払いを
地域相談支援給付決定障害者から受けて
いるか。

 
同条第２項は、指定地域移行支援の提供に関し
て、前項の支払を受ける額のほか、地域相談支
援給付決定障害者の選定により通常の事業の実
施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域
移行支援を行う場合の交通費(移動に要する実
費)の支払を地域相談支援給付決定障害者から
受けることができることとしたものである。

基準省令第17
条第2項
解釈通知第2
－2(11)

 
③ 領収書の交付
①及び②の費用の額の支払を受けた場合
は、当該費用に係る領収証を当該費用の
額を支払った地域相談支援給付決定障害
者に対し交付しているか。

 
同条第３項は、前２項の規定による額の支払を
受けた場合には、地域相談支援給付決定障害者
に対して領収証を交付することとしたものであ
る。

基準省令第17
条第3項
解釈通知第2
－2(11)

 
④ 利用者の事前の同意
②の交通費については、あらかじめ、地
域相談支援給付決定障害者に対し、その
額について説明を行い、地域相談支援給
付決定障害者の同意を得ているか。

 
同条第４項は、同条第２項の費用の額に係る
サービスの提供に当たっては、あらかじめ、地
域相談支援給付決定障害者に対し、当該サービ
スの内容及び費用について説明を行い、地域相
談支援給付決定障害者の同意を得ることとした
ものである。

基準省令第17
条第4項
解釈通知第2
－2(11)

報酬告示第１
の１　注３

 
① 法定代理受領により指定地域移行支
援に係る地域相談支援給付費の支給を受
けた場合は、地域相談支援給付決定障害
者に対し、当該地域相談支援給付決定障
害者に係る地域相談支援給付費の額を通
知しているか。

 
基準第18条第１項は、指定地域移行支援事業者
は、市町村から法定代理受領により指定地域移
行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受け
た場合には、地域相談支援給付決定障害者に対
し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地
域相談支援給付費の額を通知することとしたも
のである。

基準省令第18
条第1項
解釈通知第2
－2(12)

 
② ①の法定代理受領を行わない指定地
域移行支援に係る費用の支払を受けた場
合は、その提供した指定地域移行支援の
内容、費用の額その他必要と認められる
事項を記載したサービス提供証明書を地
域相談支援給付決定障害者に対して交付
して いるか。

 
サービス提供証明書の利用者への交付
同条第２項は、基準第17条第１項の規定による
額の支払を受けた場合には、提供した指定地域
移行支援の内容、費用の額その他地域相談支援
給付決定障害者が市町村に対し地域相談支援給
付費を請求する上で必要と認められる事項を記
載したサービス提供証明書を交付しなければな
らないこととしたものである。

基準省令第18
条第2項
解釈通知第2
－2(12)

　
(15)指定地
域移行支援
の具体的取
扱方針

 
① 事業所の管理者は、指定地域移行支
援従事者に基本相談支援に係る業務及び
地域移行支援計画の作成その他指定地域
移行支援に関する業務を担当させている
か。

 
指定地域移行支援事業所の管理者は、基本相談
支援に関する業務及び地域移行支援計画の作成
に関する業務その他指定地域移行支援に関する
業務を指定地域移行支援従事者に担当させるこ
ととしたものである。

基準省令第19
条
解釈通知第2
－2(13)

 
【特別地域加算を算定する場合】
別に厚生労働大臣が定める地域の障害者支援施設等、精神科病院、救護施設等、刑事施設等、保護観察所に入
院又は入所している地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域移行支援を行った場合に、特別地域加算と
して、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算することができるが、この場合は、
通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合も交通費の支払いを受けることはできない。

 
(14)地域相
談支援給付
費の額に係
る通知等
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
② 事業所の管理者は相談支援専門員に
相談支援専門員以外の指定地域移行支援
従事者に対する技術的指導及び助言を
行っているか。

 
指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援
専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移行
支援従事者に対して、利用者の状況に応じた適
切かつ効果的な支援を行うための技術的指導及
び助言を行わせることとしたものである。

基準省令第19
条
解釈通知第2
－2(13)

③ 事業者は、地域移行支援計画に基づ
き、利用者の心身の状況等に応じて、そ
の者の支援を適切に行うとともに、指定
地域移行支援の提供が漫然かつ画一的な
ものとならないよう配慮しているか。

基準省令第19
条
解釈通知第2
－2(13)

 
④ 指定地域移行支援の提供に当たって
は、利用者の立場に立って懇切丁寧に行
うことを旨とし、利用者又はその家族に
対し、サービスの提供方法等について理
解しやすいように説明を行うとともに、
必要に応じ、同じ障害を有する者による
支援等適切な手法を通じて行っている
か。

基準省令第19
条
解釈通知第2
－2(13)

 
① 指定地域移行支援従事者は、利用者
の意向、適性、障害の特性その他の事情
を踏まえた指定地域移行支援に係る計画
を作成しているか。

 
地域移行支援計画
地域移行支援計画は、利用者及びその家族の生
活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全
般の質を向上するための課題、指定地域移行支
援の目標及びその達成時期、指定地域移行支援
を提供する上での留意事項等を記載した書面で
ある。
また、地域移行支援計画は、利用者の心身の状
況、その置かれている環境及び日常生活全般の
状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や
課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が
自立した日常生活を営むことができるよう支援
する上での適切な支援内容の検討に基づいて立
案されるものである。
なお、地域移行支援計画の様式については、各
事業所ごとの定めるもので差し支えない。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
② 指定地域移行支援従事者は、地域移
行支援計画の作成にあたっては、適切な
方法により、利用者について、その心身
の状況、その置かれている環境及び日常
生活全般の状況等の評価を通じて利用者
の希望する生活や課題等の把握(アセス
メント)を行い、利用者が地域において
自立した日常生活又は社会生活を営むこ
とができるように支援する上での適切な
支援内容の検討を行っているか。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
③ 指定地域移行支援従事者は、アセス
メントに当たっては、利用者に面接して
いるか。この場合に面接の趣旨を利用者
に対して十分に説明し、理解を得ている
か。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
指定地域移行支援は、利用者及びその家族の主
体的な参加及び自らの課題の解決に向けての意
欲の醸成と相まって行われることが重要であ
る。このためには、指定地域移行支援について
利用者及びその家族の十分な理解が求められる
ものであり、指定地域移行支援の提供に当たっ
ては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うこ
と旨とし、サービスの提供方法等について理解
しやすように説明を行うことが肝要である。ま
た、必要に応じて、同じ障害を有する者による
支援等適切な手法を通じて行うこととする。

 
② 指定地域移行支援従事者の役割
指定地域移行支援従事者は、指定特定相談支援
事業者が作成したサービス等利用計画を踏まえ
て、当該指定地域移行支援事業所以外の保健医
療サービス又はその他の福祉サービス等との連
携も含めて、地域移行支援計画の原案を作成
し、以下の手順により地域移行支援計画に基づ
く支援を実施するものである。
ア 利用者に係る障害者支援施設等又は精神科
病院、救護施設等、刑事施設等、保護観察所又
は地域生活定着支援センターにおける担当者を
招集して行う会議（計画作成会議）を開催し、
地域移行支援計画の原案について意見を求める
こと。
イ 当該地域移行支援計画の原案の内容につい
て、利用者及びその家族に対して説明し、文書
により当該利用者の同意を得ること。
ウ 利用者に対して地域移行支援計画を交付す
ること。

 
(16)地域移
行支援計画
の作成等
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
④ 指定地域移行支援従事者、アセスメ
ント及び支援内容の検討結果に基づき、
利用者及びその家族の生活に対する意
向、総合的な支援の方針、生活全般の質
を向上させるための課題、地域移行支援
の目標及びその達成時期並びに地域移行
支援を提供する上での留意事項等を記載
した地域移行支援計画の原案を作成して
いるか。この場合おいて、当該指定地域
移行支援事業所が提供する指定地域移行
支援以外の保健医療サービス又は福祉
サービスとの連携も含めて地域移行支援
計画の原案に位置付けるよう努めている
か。

エ 適宜、当該地域移行支援計画の実施状況の
把握及び当該地域移行支援計画を見直すべきか
どうかについての検討を行い、必要に応じて地
域移行支援計画の変更を行うこと。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
⑤ 指定地域移行支援従事者は、計画作
成会議を開催し、地域移行支援計画の原
案の内容について意見を求めているか。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
⑥ 指定地域移行支援従事者は、地域移
行支援計画の作成に当たっては、利用者
又はその家族に対して説明し、文書によ
り利用者の同意を得ているか。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
⑦ 指定地域移行支援従事者は、地域移
行支援計画を作成した際には、当該地域
移行支援計画を利用者に交付している
か。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

 
⑧ 指定地域移行支援従事者は、地域移
行支援計画の作成後においても、適宜、
地域移行支援計画の見直しを行い、必要
に応じて地域移行支援計画の変更を行っ
ているか。

基準省令第20
条
解釈通知第2
－2(14)

QA1-5

 
【留意事項通知】
指定地域移行支援の提供に当たっては、指定基準又
は地域相談支援報酬告示に定める以下の基準のい
ずれかを満たさない場合には、所定単位数を算定しな
いものとする。
①地域移行支援計画の作成（地域相談支援基準第20
条）
②利用者への対面による支援を1月に2日以上行わな
い場合（報酬告示第１の１の注２）

報酬告示第１
の１注２
留意事項通知
第３の１（１）

 
【ポイント】
・地域移行支援の手順
　①課題の把握（アセスメント）・訪問　→　②地域移行支援計画の原案作成　→　③計画作成会議　→　④文書によ
る同意　→
　⑤地域移行支援計画の交付　→　⑥見直し・変更　→　①・・・

 
【報酬告示】
指定地域移行支援事業者が、指定基準第20条に定める基
準を満たさないで、又は利用者との対面による支援（指定
基準第21条第2項の規定による利用者との対面による支援
をいう。）を1月に2日以上行わないで指定地域移行支援を
行った場合には、所定単位数を算定しない。

 
Ｑ：地域移行支援計画は相談支援専門員ではない地域移行支援に従事する者が作成してもよいか。
Ａ：作成できる。なお、相談支援専門員以外の者が作成する場合にあっては、当該事業所の相談支援専門員が、必
要に応じて技術的指導・助言を行うこと。
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
地域相談支援報酬告示第１の２の集中支援加算につ
いては、退院・退所月加算が算定される月以外におい
て、対面による支援を月６日以上実施した場合に算定
できるものであること。

報酬告示第１
の２
留意事項通知
第３の１（３）

 
(17)地域にお
ける生活に
移行するた
めの活動に
関する支援

 
利用者に対し、住居の確保その他地域に
おける生活に移行するための活動に関す
る相談、外出の際の同行、障害福祉サー
ビス(生活介護、自立訓練、就労移行支
援及び就労継続支援に限る。)の体験的
な利用支援、体験的な宿泊支援その他の
必要な支援を提供するに当たり、利用者
の心身の状況、その置かれている環境及
び日常生活全般の状況等を的確に把握し
ているか。

基準省令第21
条
解釈通知第2
－2(15)

 
●集中支援加算　５００単位
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害
者に対して、利用者との対面による支援を１月に６日以上
実施した場合に、１月に所定単位数を加算する。
ただし、退院・退所月加算が算定される月は、加算しない。

 
●退院・退所月加算　２，７００単位
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害
者の精神科病院又は障害者支援施設等からの退院又は退
所日が属する月（翌月に退院又は退所することが確実に見
込まれる場合であって、退院又は退所日が翌月の初日等
であるときにあっては、退院又は退所日が属する月の前
月）に、１月につき所定単位数を加算する。
ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院又は
退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあって
は、加算しない。

 
① 地域相談支援報酬告示第１の３の退院・退所月加
算については、退院又は退所月において、地域生活へ
の移行に向けた各種の支援を集中的に実施できるよう
加算するものであるため、当該加算が算定される月に
おいては、利用者との対面による支援を少なくとも２日
以上行うこと等が算定に当たっての要件となることに留
意すること。
また、退院又は退所日が翌月の初日等の場合におい
ては、退院又は退所月の前月において支援が行われ
ることとなるため、当該場合であって退院又は退所する
ことが確実に見込まれる場合については、退院又は退
所月の前月において算定できるものであること。
この場合において、結果として翌月に当該者が退院又
は退所しなかったときは、当該加算額を返還させるもの
とする。
なお、その後の支援の結果、当該者が退院又は退所し
た場合は、退院・退所月加算を算定して差し支えない。
② 退院・退所月加算については、次の（一）から（三）ま
でのいずれかに該当する場合には、算定できないもの
であること。
(一) 退院又は退所して病院又は診療所へ入院する場
合
(二) 退院又は退所して他の社会福祉施設等へ入所す
る場合
(三) 死亡による退院又は退所の場合

報酬告示第１
の３
留意事項通知
第３の１（４）
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
利用者に対して上記の支援を提供するに
当たって、おおむね週に１回以上、利用
者と対面による支援を実施しているか。

　
指定地域移行支援の提供に当たっては、一定の
期間の中で地域移行支援に向けた目標を設定し
て集中的に支援することが望ましいことから、
おおむね週１回以上、利用者との対面による支
援を行わなければならないこととしたものであ
る。
なお、利用者との対面による支援とは、利用者
が入所又は入院する障害者支援施設等又は精神
科病院や体験宿泊場所への訪問による相談支援
や地域生活への移行のための外出時の同行によ
る支援をいう。
また、指定地域移行支援事業者は、地域移行支
援の提供に当たっては、障害者支援施設等又は
精神科病院における担当者との役割分担を明確
にするとともに、継続的に連絡調整や支援方針
の協議等を行い、障害者支援施設等又は精神科
病院の担当者と緊密に連携して、利用者の地域
生活への移行に向けた支援を一体的に行うよう
努めること。

基準省令第21
条
解釈通知第2
－2(15)

 
(18)障害福
祉サービス
の体験的な
利用支援

 
障害福祉サービスの体験的な利用支援に
ついて、指定障害福祉サービス事業者等
への委託により行っているか。

 
指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、障
害福祉サービスの体験的な利用支援を提供する
場合は、指定障害福祉サービス事業者等への委
託により行うことを規定したものである。
なお、障害福祉サービスの体験的な利用支援の
提供に当たっては、委託先の指定障害福祉サー
ビス事業者等の担当者との連絡調整や利用者に
対する相談援助の支援が必要となるため、原則
として、指定地域移行支援事業者が利用者に同
行による支援を行うこと。
また、指定地域移行支援従事者は、障害者支援
施設等、精神科病院、救護施設等、刑事施設
等、保護観察所又は地域生活定着支援センター
等及び委託先の指定障害福祉サービス事業者等
の担当職員と、体験的な利用に当たっての事前
の連絡調整や留意点等の情報共有、当該支援を
行った際の状況や当該状況を踏まえた今後の支
援方針等の情報提供を行うなど、緊密な連携を
図ること。

基準省令第22
条
解釈通知第2
－2(16)
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
障害福祉サービスの体験利用加算の取扱い
① 地域相談支援報酬告示第１の４の障害福祉サービ
スの体験利用加算については、障害福祉サービスの
利用を希望している者に対し、地域において障害福祉
サービスを利用するに当たっての課題、目標、体験機
関及び留意事項等を地域移行支援計画に位置づけ
て、障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場
合に算定できるものであること。
また、利用者に対して、委託先の指定障害福祉サービ
ス事業者から障害福祉サービスの体験的な利用に係
る一定の支援がなされる場合に、算定できるものであ
ること。
② 障害福祉サービスの体験利用加算については、15
日（障害福祉サービスの体験的な利用支援の提供開
始日から90日以内に限る。）を限度として算定できるも
のとする。
なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更
新された場合においては、当該更新後から再度15日
（当該更新後の障害福祉サービスの体験的な利用支
援の提供開始日から90日以内に限る。）を限度として
算定きることに留意すること。

報酬告示第１
の４
留意事項通知
第３の１（５）

ＱＡ１－３

ＱＡ４－２

ＱＡ４－４

 
Ｑ：地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用及び体験宿泊並びに地域定着支援の一時的な滞在による支援
は、指定基準案において「指定障害福祉サービス事業者等」に委託できることとされているが、「等」は指定障害福
祉サービス事業者以外にどのような者が想定されるのか。
Ａ：指定基準においては、「指定障害福祉サービス事業者等」とは、法第29条第２項に規定する「指定障害福祉サー
ビス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園」であり、これらの者以外に委託することはできない。なお、体
験宿泊及び一時的な滞在による支援は、指定障害福祉サービス事業者等への委託によらず、指定一般相談支援
事業者が当該指定一般相談支援事業所以外の場所（アパート等）を確保して自ら実施することも可能であることに
留意。

 
【報酬告示】
４ 障害福祉サービスの体験利用加算　３００単位
指定地域移行支援事業者が、指定地域相談支援給付決定
障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援
（指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的
な利用支援をいう。）を提供した場合（１の注２に定める場合
を除く。）に、15日（障害福祉サービスの体験的な利用支援
の提供開始日から90日以内に限る。）を限度として、1日に
つき所定単位数を加算する。

 
【ポイント】
・体験利用加算の算定対象となる障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に
限定されている。
・体験利用加算は地域相談支援給付費の報酬に加算される。従って、体験利用する障害福祉サービス事業所へ
は、一般相談支援事業者から委託費等として体験利用に伴う経費等を支出する。
・体験利用の日数についても制限がある（給付期間中（６か月）15日、ただし最初に体験利用した日から90日以内）。
なお、給付期間が更新された場合は再度利用可能。
・平成24年度の報酬改定により、特定のサービス（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
Ａ型、就労継続支援Ｂ型）に、「障害福祉サービスの体験利用支援加算」が新たに設けられているが、これは、障害
者支援施設等に入所している利用者が、地域移行支援を利用し、日中に地域の障害福祉サービスを体験利用する
日において、一定の支援をした場合に基本報酬に代えて算定が可能とされているもの。

 
Ｑ：障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊、一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業
者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に
算定されるのか。
Ａ：指定一般相談支援事業者に算定される。なお、指定一般相談支援事業者が、委託により体験利用等を実施する
場合は受託した障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。

 
Ｑ：障害福祉サービスの体験利用、体験宿泊及び一時的な滞在による支援の加算額と、指定障害福祉サービス事
業者に委託する場合の委託費の額の関係如何。
Ａ：基本的には、障害福祉サービスの体験利用等を委託により実施する場合は当該額を委託先に支払うことを想定
しているが、指定一般相談支援事業者と委託先の指定障害福祉サービス事業者との業務の役割分担等個別の状
況が異なることから、個別の委託額は委託契約により定めることとして差し支えない。
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
(19)体験的な
宿泊支援

 
１ 体験的な宿泊支援について、以下の
要件を満たす場所において行っている
か。
① 利用者が体験的な宿泊を行うために
必要な広さの居室を有するとともに、体
験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備
えているか。

基準第23条第１項は、体験的な宿泊支援を行う
場所について、最低限必要となる要件を定めた
ものである。
なお、体験的な宿泊支援については、地域生活
と同様の環境で実施すること。

基準省令第23
条
解釈通知第2
－2(17)

 
２ 体験的な宿泊支援について、指定障
害福祉サービス等への委託により行って
いるか。

 
体験的な宿泊支援について、指定地域移行支援
事業者自らアパート等を確保して実施する他、
指定障害福祉サービス事業者等への委託により
共同生活介護又は共同生活援助の共同生活住居
や短期入所事業所等の空室を活用して行うこと
ができることを規定したものである。
なお、指定地域移行支援事業者は、体験的な宿
泊支援の提供に当たっては、委託先の指定障害
福祉サービス事業者等の担当者との連絡調整や
利用者に対する相談援助の支援が必要となるた
め、原則として、指定地域移行支援従事者が利
用者に同行又は宿泊場所への訪問による支援を
行うこと。
また、指定地域移行支援従事者は、障害者支援
施設等、精神科病院、救護施設等、刑事施設
等、保護観察所又は地域生活定着支援センター
等及び委託先の指定障害福祉サービス事業者等
の担当職員と、体験的な宿泊に当たっての事前
の連絡調整や留意点等の情報共有、緊急時の連
絡体制の確保、当該支援を行った際の状況や当
該状況を踏まえた今後の支援方針等の情報提供
を行うなど、緊密な連携を図ること。

【留意事項通知】
●体験宿泊加算の取扱い
① 地域相談支援報酬告示第１の５の体験宿泊加算に
ついては、単身での生活を希望している者に対し、単
身での生活に向けた課題、目標、体験期間及び留意事
項等を地域移行支援計画に位置付けて、体験的な宿
泊支援を行った場合に算定できるものであること。
なお、家族等との同居を希望している者に対しては、当
該支援を行うことが有効であると認められる場合には、
算定して差し支えない。ただし、家族等が生活する場所
において体験的な宿泊を行う場合を除く。
また、体験的な宿泊支援については、指定障害福祉
サービス事業者に委託できるが、当該委託による場合
であっても、指定地域移行支援事業者が、委託先の指
定障害福祉サービス事業者と緊急時の対応等のため
の常時の連絡体制を確保して行うこと。
② 共同生活介護サービス費及び共同生活援助サービ
ス費に係る体験的な入居については、共同生活介護
又は共同生活援助に係る共同生活住居への入居を希
望している者に対する利用であり、支援の目的が異な
るものであるため、利用者に対して各制度の支援の目
的を説明し、利用者の意向を確認すること。
③ 体験宿泊加算の日数については、利用開始日及び
終了日の両方を算定できるものであること。なお、体験
宿泊加算（Ⅰ）については、利用者が、地域相談支援

報酬告示第１
の５
留意事項通知
第３の１（６）

 
【報酬告示】

５　体験宿泊加算
イ　体験宿泊加算（Ⅰ）　３００単位

注１　イについては、指定地域移行支援事業者、地域相談
支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援（指定基
準第２３条第１項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身
での生活に向けたものをいう。以下同じ。）を提供した場合
（１の注２及び注２に定める場合を除く。）に、イ及びロを合
計して15日（体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以
内に限る。）を限度として、１日につき所定単位数を算定す

る。

ロ　体験宿泊加算（Ⅱ）　７００単位
注２　ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相
談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援を提
供し、かつ、当該地域相談支援給付決定障害者の心身の
状況に応じ、当該地域相談支援給付決定障害者に対して
夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等を行った
場合（１の注２に定める場合を除く。）にイ及びロを合計して
15日（体験的な宿泊支援の提供開始日から90日以内に限
る。）を限度として、１日につき所定単位数を算定する。
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
(20)関係機
関との連絡
調整等

 
指定地域移行支援を提供するに当たって
は、区、指定障害福祉サービス事業者等
その他の退院又は退所後の地域における
生活に係る関係機関との連絡調整その他
の便宜の供与を行っているか。

 
基準第24条は、指定地域移行支援事業者は、指
定地域移行支援の提供に当たっては、利用者が
地域生活に移行する上で必要な区や保健所等の
行政機関、指定障害福祉サービス事業者等との
連絡調整を行うとともに、住居の確保や行政機
関の手続等について、当該利用者又はその家族
が行うことが困難な場合は、当該利用者の同意
を得て代行するなど必要な支援を行うこととし
たものである。

基準省令第24
条
解釈通知第2
－2(18)

 
（21）地域相
談支援給付
決定障害者
に関する市
町への通知

 
指定地域相談支援を受けている地域相談
支援給付決定障害者が偽りその他不正な
行為によって地域相談支援給付費の支給
を受け、又は受けようとしたときは、遅
滞なく、意見を付してその旨を区に通知
しているか。

 
法第８条第１項の規定により、区は、偽りその
他不正な手段によって自立支援給付の支給を受
けた者があるときは、その者から、その支給を
受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収
することができることに鑑み、指定地域移行支
援事業者は、その地域相談支援給付決定障害者
が偽りその他不正な手段によって地域相談支援
給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき
は、遅滞なく、意見を付して区に通知しなけれ
ばならないこととしたものである。

基準省令第25
条
解釈通知第2
－2(19)

 
(22)管理者
の責務

 
① 管理者は、指定地域移行支援従事者
その他の従業員の管理、指定地域相談支
援の利用の申込みに係る調整、業務の実
施状況の把握その他の管理を一元的に
行っているか。

 
指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域
移行支援従事者その他の従業者及び業務の一元
的管理並びに指定地域移行支援従事者に基準第
２章第３節(運営に関する基準)を遵守させるた
めの指揮命令を行うことを規定したものであ
る。

基準省令第26
条第1項
解釈通知第2
－2(20)

基準第23条第１項に規定する要件を満たす場所（以下
「体験宿泊場所」という。）において、地域での居宅生活
を体験するための宿泊によらない一時的な滞在に係る
支援を行う場合についても算定して差し支えない。
④ 施設入所者の体験的な宿泊については、施設入所
支援の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時
加算の算定が可能なものであるが、体験的な宿泊支援
の開始日及び終了日については、施設入所支援サー
ビス費を併せて算定できるものであること。
⑤ 体験宿泊加算（Ⅱ）にいては、体験的な宿泊支援を
利用する者の状況に応じて、夜間及び深夜の時間帯を
通じて見守り等の支援が必要な場合であって、当該体
験宿泊場所に夜間支援従事者を配置又は少なくとも一
晩につき複数回以上、当該体験宿泊場所への巡回に
よる支援を行った場合に算定できるものであること。な
お、夜間支援従事者は、別途、指定居宅介護事業者等
に夜間における支援のみを委託する場合であっても差
し支えない。　夜間支援従事者は、利用者の状況に応
じて見守り等の支援を行うほか、指定地域移行支援事
業者との密接な連携の下、緊急時の対応等を適切に
行うこと。
⑥ 体験宿泊加算については、15日（体験的な宿泊支
援の提供開始日から90日以内に限る。）を限度として
算定できるものであること。
なお、当該者に対する地域移行支援の給付決定が更
新された場合においては、当該更新後から再度15日
（当該更新後の体験的な宿泊支援の提供開始日から
90日以内に限る。）を限度として算定できることに留意
すること。
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② 管理者は、指定地域移行支援従事者
に平成24年厚生労働省令第27号「障害者
自立支援法に基づく指定地域相談支援の
事業の人員及び運営に関する基準の第2
章の規定を遵守させるため必要な指揮命
令を行っているか。

基準省令第26
条第2項
解釈通知第2
－2(20)

 
(23) 運営規
程

 
指定地域移行支援の事業の適正な運営及び利用
者に対する適切な指定地域移行支援の提供を確
保するため、基準第27条第１号から第８号まで
に掲げる事項を内容とする規程を定めることを
指定地域移行支援事業所ごとに義務づけたもの
であるが、特に次の点に留意するものとする。
① 従業者の職種、員数及び職務内容(第２号)
従業者については、指定地域移行支援従事者と
その他の従業者に区分し、員数及び職務内容を
記載することとする。
② 指定地域移行支援の提供方法及び内容並び
に地域相談支援給付決定障害者から受領する費
用及びその額(第４号)
指定地域移行支援の提供方法及び内容について
は、サービスの内容及び地域相談支援給付決定
障害者から相談を受ける場所、課題分析の手順
等を記載するものとする。地域相談支援給付決
定障害者から受領する費用及びその額について
は、地域相談支援給付費(法定代理受領を行わ
ない場合に限る。)のほかに、基準第17条第２
項に規定する額を指すものである。

基準省令第27
条
解釈通知第2
－2(21)

③ 通常の事業の実施地域(第５号)
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が
特定されるものとすること。なお、通常の事業
の実施地域は、利用申込みに係る調整等の観点
からの目安であり、当該地域を越えてｻｰﾋﾞｽが
行われることを妨げるものではないものである
こと。
④ 事業の主たる対象とする障害の種類を定め
た場合には当該障害の種類(第６号)
指定地域移行支援事業者は、障害の種類にかか
わらず利用者を受け入れることを基本とする
が、サービスの専門性を確保するためやむを得
ないと認められる場合においては、事業の主た
る対象とする障害の種類を特定して事業を実施
することも可能であること。
⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項(第７
号)
「虐待の防止のための措置」については、「障
害者楽隊の防止、障害者の擁護者に対する支援
等に関する法律」(平成23年法律第79号)にお

 
事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事
業の運営についての重要事項に関する運
営規程を定めてあるか。(適切に内容の
変更を行っているか)
□事業の目的及び運営の方針
□従業者の職種､員数及び職務内容
□営業日及び営業時間
□指定地域相談支援の提供方法及び内容
並びに地域相談支援給付決定障害者から
受領する費用の額
□通常の事業の実施地域
□事業の主たる対象とする障害の種類を
定めた場合には当該障害の種類
□虐待防止のための措置に関する事項
□その他運営に関する重要事項
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いて、障害者虐待を未然に防止するための対策
及び虐待が発生した場合の対応について規定し
ているところであるが、より実効性を担保する
観点から、指定地域移行支援事業者は、利用者
に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な
対応が図られるための必要な措置について、あ
らかじめ運営規程に定めることとしたものであ
る。具体的には、
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及す
るための研修の実施（研修方法や研修計画な
ど)等を指すものであること。

 
① 事業者は、利用者に対し、適切な指
定地域相談支援を提供できるよう、事業
所ごとに、指定地域移行支援従事者その
他の従業者の勤務の体制を定めている
か。
※原則として月ごとの勤務表を作成し、
従業者については、日々の勤務時間、職
務の内容、常勤・非常勤の別、管理者と
の兼務関係等を明確にすること。

 
利用者に対する適切な指定地域移行支援の提供
を確保するため、従業者の勤務体制等について
規定したものであるが、次の点に留意する必要
がある。
① 基準第28条第１項は、指定地域移行支援事
業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成
し、指定地域移行支援従事者その他の従業者に
ついては、日々の勤務時間、職務の内容、常
勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確
にすることを定めたものであること。
② 同条第２項は、当該指定地域移行支援事業
所の指定地域移行支援従事者によって指定地域
移行支援を提供するべきことを規定したもので
あるが、指定地域移行支援事業所の従業者と
は、雇用契約その他の契約により、当該事業所
の管理者の指揮命令下にある従業者を指すもの
であること。ただし、基準第22条及び第23条第
２項の規定により、指定障害福祉サービス事業
者等への委託により行われる障害福祉サービス
の体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援につ
いては、この限りでない。

基準省令第28
条第1項
解釈通知第2
－2(22)

 
② 事業者は、相談支援専門員の資質の
向上のために、その研修の機会を確保し
ているか。

同条第３項は、当該指定地域移行支援事業所の
指定地域移行支援従事者の質の向上を図るた
め、研修機関が実施する研修や当該事業所内の
研修への参加の機会を計画的に確保することと
したものであること。

基準省令第28
条第3項
解釈通知第2
－2(22)

 
(24) 勤務体
制の確保等
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（26）衛生管
理等

 
事業者は、従業者の清潔の保持及び健康
状態について、必要な管理を行っている
か。
事業者は、事業所の設備及び備品等につ
いて、衛生的な管理に努めているか。

 
指定地域移行支援事業者は、従業者の清潔の保
持及び健康状態の管理並びに指定地域移行支援
事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め
るべきことを規定したものである。

基準省令第30
条
解釈通知第2
－2(24)

（27）掲示

① 指定地域移行支援事業者は、指定地
域移行支援事業所の見やすい場所に、運
営規程の概要、基本相談支援及び地域移
行支援の実施状況、指定地域移行支援従
事者の有する資格、経験年数及び勤務の
体制その他の利用申込者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を掲示
しているか。
② 指定地域移行支援事業者は、前項に
規定する重要事項の公表に努めている
か。

基準第31条第１項は、基準第5条の規定により
指定地域移行支援の提供開始時に、重要事項
(その内容については(1)参照)を利用者に対し
て説明を行った上で同意を得ることに加え、指
定地域移行支援事業所への当該重要事項の掲示
を義務付けることにより、サービス提供が開始
された後、継続的にサービスが行われている段
階においても利用者の保護を図る趣旨である。
同条第２項は、基本相談支援及び地域移行支援
の実施状況等を公表することにより、利用者の
サービスの選択に資することから第1項に加
え、当該重要事項の公表に努めるべき旨を規定
したものである。
なお、公表の方法については、ホームページに
よる掲載等、適宜工夫すること。

基準省令第31
条
解釈通知第2
－2（25）

 
(28)秘密保
持等

 
① 事業所の従業者及び管理者は、正当
な理由がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らしていない
か。

 
指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者
に、その業務上知り得た利用者又はその家族の
秘密の保持を義務づけたものである。

基準省令第32
条第1項
解釈通知第2
－2(26)

 
（25）設備及
び備品等 基準省令第29

条
解釈通知第2
－2(23)

 
① 事務室
指定地域移行支援事業所には、事業の運営を行
うために必要な面積を有する専用の事務室を設
けることが望ましいが、間仕切りする等他の事
業の用に供するものと明確に区分される場合
は、他の事業と同一の事務室であっても差し支
えない。
なお、この場合に、区分がされていなくても業
務に支障がないときは、指定地域移行支援の事
業を行うための区画が明確に特定されていれば
足りるものとする。
② 受付等のスペースの確保
事務室又は指定地域移行支援の事業を行うため
の区画については、利用申込みの受付、相談、
計画作成会議等に対応するのに適切なスペース
を確保するものとし、相談のためのスペース等
は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい
構造とする。
③ 設備及び備品等
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援
に必要な設備及び備品等を確保するものとす
る。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内
にある場合であって、指定地域移行支援の事業
又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がな
い場合は、当該他の事業所、施設等に備え付け
られた設備及び備品等を使用することができる
ものとする。
なお、事務室又は区画、設備及び備品等につい
ては、必ずしも事業者が所有している必要はな
く、貸与を受けているものであっても差し支え
ない。

 
事業者は、事業を行うために必要な広さ
の区画を有するとともに、指定地域相談
支援の提供に必要な設備及び備品等を備
えているか。
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
② 事業者は、従業者及び管理者であっ
た者が、正当な理由がなく、その業務上
知り得た利用者又はその家族の秘密を漏
らすことがないよう、必要な措置を講じ
ているか。

 
指定地域移行支援事業者に対して、過去に当該
指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者で
あった者が、その業務上知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措
置を取ることを義務づけたものであり、具体的
には、指定地域移行支援事業者は、当該指定地
域移行支援事業所の従業者等が、従業者等でな
くなった後においてもこれらの秘密を保持すべ
き旨を、従業者の雇用時に取り決め、例えば違
約金についての定めを置くなどの措置を講ずべ
きこととするものである。

基準省令第32
条第2項
解釈通知第2
－2(26)

 
③ 事業者は、計画作成会議等におい
て、利用者又はその家族の個人情報を用
いる場合は、あらかじめ文書により当該
利用者又はその家族の同意を得ている
か。

 
指定地域移行支援従事者及び利用者に係る障害
者支援施設等、精神科病院、救護施設等、刑事
施設等、保護観察所又は地域生活定着支援セン
ターにおける担当者が、計画作成会議において
利用者又はその家族の個人情報を用いる場合
は、指定地域移行支援事業者は、あらかじめ、
文書により利用者又はその家族から同意を得る
必要があることを規定したものであるが、この
同意は、サービス提供開始時に利用者及びその
家族から包括的な同意を得ておくことで足りる
ものである。

基準省令第32
条第3項
解釈通知第2
－2(26)

 
① 事業者は、指定特定相談支援事業者
若しくは障害福祉サービスの事業を行う
者等又はその従業者に対し、利用者又は
その家族に対して当該指定地域相談支援
事業者を紹介することの対償として、金
品その他の財産上の利益の供与を受けて
はいないか。

 
基準第34条第１項は、指定特定相談支援事業者
若しくは指定障害福祉サービス事業者等による
指定地域移行支援事業者の紹介が公正中立に行
われるよう、指定地域移行支援事業者は、指定
特定相談支援事業者又は障害福祉サービス事業
者等に対し、利用者に対して当該指定地域移行
支援事業者を紹介することの対償として、金品
その他の財産上の利益を供与してはならない旨
を規定したものである。

基準省令第34
条第1項
解釈通知第2
－2(27)

 
② 事業者は、指定特定相談支援事業者
若しくは障害福祉サービスの事業を行う
者等又はその従業者から、利用者又はそ
の家族を紹介することの対償として、金
品その他の財産上の利益を収受していな
いか。

 
同条第２項は、利用者による指定特定相談支援
事業者、指定障害福祉サービス事業者等の選択
が公正中立に行われるよう、指定地域移行支援
事業者は、指定特定相談支援事業者又は障害福
祉サービス事業者等から、当該事業所を利用す
る利用者やサービス提供が終了した利用者を紹
介することの対償として、金品その他の財産上
の利益を収受してはならない旨を規定したもの
である。

基準省令第34
条第2項
解釈通知第2
－2(27)

 
(30) 苦情解
決

 
① 事業者は、その提供した指定地域移
行支援に関する利用者又その家族からの
苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置する
等の必要な措置を講じているか。

 
基準第35条第１項にいう「必要な措置」とは、
具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手
順等当該事業所における苦情を解決するための
措置を講ずることをいうものである。当該措置
の概要については、利用申込者にサービスの内
容を説明する文書に記載し、事業所に掲示する
ことが望ましい。

基準省令第35
条第1項
解釈通知第2
－2(28)

 
（29）利益供
与等の禁止
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
② 事業者は、①の苦情を受け付けた場
合には、当該苦情の内容等を記録してい
るか。

 
同条第２項は、苦情に対し指定地域移行支援事
業者が組織として迅速かつ適切に対応するた
め、当該苦情（指定地域移行支援事業所が提供
したサービスとは関係のないものを除く。）の
受付日、内容等を記録することを義務付けたも
のである。また、指定地域移行支援事業者は、
苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な
情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま
え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行
うべきである。
なお、基準第38条第２項の規定に基づき、苦情
の内容等の記録は、５年間保存しなければなら
ない。

基準省令第35
条第2項
解釈通知第2
－2(28)

 
③ 事業者は、その提供した指定地域移
行支援に関し、法第10条第1項の規定に
より市町が行う報告若しくは文書その他
の物件の提出若しくは提示の命令又は当
該職員からの質問若しくは事業所の設備
若しくは帳簿書類その他の物件の検査に
応じ、及び利用者又はその家族からの苦
情に関して市町村が行う調査に協力する
とともに、市町村から指導又は助言を受
けた場合は、当該指導又は助言に従って
必要な改善を行っているか。

 
同条第３項から第６項までの規定は、住民に最
も身近な行政庁である市町村及び市町村の総括
的立場にある都道府県が、サービスに関する苦
情に対応する必要が生ずることから、市町村及
び都道府県が、指定地域移行支援事業者に対す
る苦情に関する調査や指導、助言及び報告命令
を行えることを運営基準上、明確にしたもので
ある。

基準省令第35
条第3項
解釈通知第2
－2(28)

 
④ 事業者は、その提供した指定地域相
談支援に関し、法第11条第２項の規定に
より県知事が行う報告若しくは指定相談
支援の提供の記録、帳簿書類その他の物
件の提出若しくは提示の命令又は当該職
員からの質問に応じ、及び利用者又はそ
の家族からの苦情に関して県知事が行う
調査に協力するとともに、県知事から指
導又は助言を受けた場合は、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行っている
か。

基準省令第35
条第4項
解釈通知第2
－2(28)

 
⑤ 事業者は、その提供した指定地域移
行支援に関し、法第51条の27第１項の規
定により都道府県知事又は市町村長が行
う報告若しくは帳簿書類その他の物件の
提出若しくは提示の命令又は当該職員か
らの質問若しくは指定地域相談支援事業
所の設備若しくは帳簿書類その他の物件
の検査に応じ、及び利用者又はその家族
からの苦情に関して都道府県知事又は市
町村長が行う調査に協力するとともに、
都道府県知事又は市町村長から指導　又
は助言を受けた場合は、当該指導又は助
言に従って必要な改善を行っているか。

基準省令第35
条第5項
解釈通知第2
－2(28)

 
⑥ 事業者は、都道府県知事、市町村又
は市町村長から求めがあった場合には、
③から⑤までの改善の内容を都道府県知
事、市町村又は市町村長に報告している
か。

基準省令第35
条第6項
解釈通知第2
－2(28)
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
⑦ 事業者は、社会福祉法第83条に規定
する運営適正化委員会が同法第85条の規
定により行う調査又はあっせんにできる
限り協力しているか。

 
同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福
祉協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに
関する苦情の解決について相談等を行うことと
されたことを受けて、運営適正化委員会が行う
同法第85条に規定する調査又はあっせんにでき
るだけ協力することとしたものである。

基準省令第35
条第7項
解釈通知第2
－2(28)

 
① 事業者は、利用者に対する指定地域
移行支援の提供により事故が発生した場
合は、都道府県、市町村、当該利用者の
家族等に連絡を行うとともに、必要な措
置を講じているか。

基準省令第36
条第1項
解釈通知第2
－2(29)

 
② 事業者は、①の事故の状況及び事故
に際して採った処置について、記録して
いるか。

基準省令第36
条第2項
解釈通知第2
－2(29)

 
③ 事業者は、利用者に対する指定地域
移行支援の提供により賠償すべき事故が
発生した場合は、損害賠償を速やかに
行っているか。

基準省令第36
条第3項
解釈通知第2
－2(29)

 
(32) 会計の
区分

 
事業者は、事業所ごとに経理を区分する
とともに、指定地域移行支援の事業の会
計をその他の事業の会計と区分している
か。

 
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援
事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地
域移行支援の事業の会計とその他の事業の会計
を区分しなければならないこととしたものであ
る。

基準省令第37
条
解釈通知第2
－2(30)

 
① 事業者は、従業者、設備、備品及び
会計に関する諸記録を整備してあるか。

 
基準省令第38
条第1項
解釈通知第2
－2(31)

 
② 事業者は、利用者等に対する指定地
域相談支援の提供に関する次の各号に掲
げる記録を整備し、当該指定地域相談支
援を提供した日から５年間保存している
か。

基準第38条第２項により、指定地域移行支援事
業者は、少なくとも次に掲げる記録をその完結
の日から５年間備えておかなければならないこ
ととしたものであること。 基準省令第38

条第2項
解釈通知第2
－2(31)

 
利用者が安心して指定地域移行支援の提供を受
けられるよう、指定地域移行支援事業者は、利
用者に対する指定地域移行支援の提供により事
故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該
利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、
必要な措置を講じ、また、利用者に対する指定
地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発
生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ
ばならないこととしたものである。
なお、基準第38条第２項の規定に基づき、事故
の状況及び事故に際して採った処置についての
記録は、５年間保存しなければならない。
このほか、以下の点に留意するものとする。
① 利用者に対する指定地域移行支援の提供に
より事故が発生した場合の対応方法について
は、あらかじめ指定地域移行支援事業者が定め
ておくことが望ましいこと。
② 指定地域移行支援事業者は、賠償すべき事
態において速やかに賠償を行うため、損害賠償
保険に加入しておくことが望ましいこと。
③ 指定地域移行支援事業者は、事故が生じた
際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための
対策を講じること。
なお、「福祉サービスにおける危機管理(リス
クマネジメント)に関する取り組み指針」(平成
14年３月28日福祉サービスにおける危機管理に
関する検討会)が示されているので、参考にさ
れたい。

 
(33)記録の
整備

 
(31)事故発
生時の対応

36



は

い

い

い

え

非

該

当

事

例

な

し

確認項目

点検結果

根拠法令等基準省令 解釈通知

 
１ 提供した指定地域移行支援に係る必
要な事項の提供の記録
２ 地域移行支援計画
３ 市町村への通知に係る記録
４ 苦情の内容等の記録
５ 事故の状況及び事故に際して採った
処置についての記録

① 第15条第第１項に規定する指定地域移行支
援の提供に係る記録
② 地域移行支援計画
③ 第25条の規定による市町村への通知に係る
記録
④ 第35条第２項に規定する苦情の内容等の記
録
⑤ 第36条第２項に規定する事故の状況及び事
故に際して採った処置についての記録

 
指定相談支援の方針は、基準第39条に規
定する基本方針に基づき、次に掲げると
ころによっているか。
① 事業所の管理者は、指定地域定着支
援従事者に基本相談支援に関する業務及
び地域定着支援台帳の作成その他指定地
域定着支援に関する業務を担当させてい
るか。

 
指定地域定着支援事業所の管理者は、基本相談
支援に関する業務及び地域定着支援台帳の作成
に関する業務その他指定地域定着支援に関する
業務を指定地域定着支援従事者に担当させるこ
ととしたものである。

基準省令第41
条第1項
解釈通知第3
－2(1)

 
② 事業所の管理者は相談支援専門員
に、相談支援専門員以外の指定地域定着
支援従事者に対する技術的指導及び助言
を行わせているか。

 
指定地域定着支援事業所の管理者は、相談支援
専門員に、相談支援専門員以外の指定地域定着
支援従事者に対して、利用者の状況に応じた適
切かつ効果的な支援を行うための技術的指導及
び助言を行わせることとしたものである。

基準省令第41
条第2項
解釈通知第3
－2(1)

 
③ 事業者は、利用者の心身等の状況に
応じて、その者の支援を適切に行ってい
るか。

 
指定地域定着支援は、緊急時等に利用者の家族
の協力が必要となる場合が想定されること等か
ら、指定地域定着支援について利用者及びその
家族の十分な理解が求められるものであり、指
定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の
立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、
サービスの提供方法等について理解しやすいよ
うに説明を行うことが肝要である。また、必要
に応じて、同じ障害を有する者による支援等適
切な手法を通じて行うこととする。

基準省令第41
条第3項
解釈通知第3
－2(1)

 
④ 指定地域定着支援の提供に当たって
は、利用者の立場に立って懇切丁寧に行
うことを旨とし、サービスの提供方法等
について理解しやすいように説明を行う
とともに必要に応じ、同じ障害を有する
者による支援等適切な手法を通じて行っ
ているか。

 
指定地域定着支援は、緊急時等に利用者の家族
の協力が必要となる場合が想定されること等か
ら、指定地域定着支援について利用者及びその
家族の十分な理解が求められるものであり、指
定地域定着支援の提供に当たっては、利用者の
立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、
サービスの提供方法等について理解しやすいよ
うに説明を行うことが肝要である。また、必要
に応じて、同じ障害を有する者による支援等適
切な手法を通じて行うこととする。

基準省令第41
条第4項
解釈通知第3
－2(1)

 
(35)地域定
着支援台帳
の作成等

 
① 指定地域定着支援従事者は、利用者
の心身の状況、その置かれている環境、
緊急時において必要となる当該利用者の
家族等及び当該利用者が利用する指定障
害福祉サービス事業者等、医療機関その
他の関係機関の連絡先その他の利用者に
関する情報を記載した指定地域定着支援
に係る台帳を作成しているか。

 
地域定着支援台帳
地域定着支援台帳は、利用者の心身の状況、そ
の置かれている環境、緊急時において必要とな
る当該利用者の家族等及び当該利用者が利用す
る指定障害福祉サービス事業者等、医療機関そ
の他関係機関の連絡先その他の利用者に関する
情報を記載した書面である。

基準省令第42
条第1項
解釈通知第3
－2(2)

 
（34）指定地
域定着支援
の具体的取
扱方針
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根拠法令等基準省令 解釈通知

 
② 指定地域定着支援従事者は、地域定
着支援台帳作成に当たっては、適切な方
法によりアセスメントを行っているか。

基準省令第42
条第2項
解釈通知第3
－2(2)

 
③ 指定地域定着支援従事者は、アセス
メントに当たっては、利用者に面接して
行っているか。
この場合において、指定地域定着支援の
職務に従事するものは、面接の趣旨を利
用者に対して十分に説明し、理解を得て
いるか。

基準省令第42
条第3項
解釈通知第3
－2(2)

 
④ 指定地域定着支援従事者は、地域定
着支援台帳の作成後においても、適宜、
地域定着支援台帳の見直しを行い、必要
に応じて地域定着支援台帳の変更を行っ
ているか。

基準省令第42
条第4項
解釈通知第3
－2(2)

 
① 指定地域定着支援事業者は、利用者
の心身の状況及び障害の特性等に応じ、
適切な方法により、当該利用者又はその
家族との常時の連絡体制を確保している
か。

基準省令第43
条第1項
解釈通知第3
－2(3)

 
② 指定地域定着支援事業者は、適宜利
用者の居宅への訪問等を行い、利用者の
状況を把握しているか。

基準省令第43
条第2項
解釈通知第3
－2(3)

 
① 指定地域定着支援事業者は、利用者
の障害の特性に起因して生じた緊急の事
態その他の緊急に支援が必要な事態が生
じた場合には、速やかに当該利用者の居
宅への訪問等による状況把握を行ってい
るか。

 
緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、速や
かに利用者の居宅訪問や電話等による状況把握
を行い、利用者の状況に応じて必要な措置を適
切に講ずべき旨を規定したものである。
なお、一時的な滞在による支援については、利
用者への付き添いによる見守り等の支援を適切
に行うこと。

基準省令第44
条第1項
解釈通知第3
－2(4)

 
② 指定地域定着支援事業者は、①の状
況把握を踏まえ、当該利用者が置かれて
いる状況に応じて、当該利用者の家族、
当該利用者が利用する指定障害福祉サー
ビス事業者等、医療機関その他の関係機
関との連絡調整、一時的な滞在による支
援その他の必要な措置を適切に講じてい
るか。

基準省令第44
条第2項
解釈通知第3
－2(4)

 
(36)常時の
連絡体制の
確保等

 
常時の連絡体制については、当該指定地域定着
支援事業所が直接利用者又はその家族との連絡
体制を確保することが必要である。
なお、常時の連絡の確保は、夜間等に職員を配
置する他、携帯電話等により利用者又はその家
族との常時の連絡体制を確保する方法によるこ
とも可能である。
利用者の状況把握については、居宅訪問等の見
守りによる支援により利用者の状況及び利用者
の緊急時等に適切に対応するための情報を把握
することを趣旨としたものである。

　
また、地域定着支援支援台帳は、その置かれて
いる環境及び日常生活全般の状況等の評価を通
じて利用者の希望する生活や課題等の把握(ア
セスメント)を行い、緊急時等に適切な対応を
行うために作成するものである。
なお、地域定着支援台帳の様式については、各
事業所ごとの定めるもので差し支えない。
また、指定地域定着支援従事者は、常に利用者
の状況の変化に留意し、その把握に努め、当該
地域定着支援台帳を見直し、必要に応じて当該
地域定着支援台帳の変更を行うこと。

 
(37)緊急の
事態におけ
る支援等

38



は

い

い

い

え

非

該

当

事

例

な

し

確認項目

点検結果

根拠法令等基準省令 解釈通知

 
③ 指定地域定着支援事業者は、②の一
時的な滞在による支援について下記に定
める要件を満たす場所において行ってい
るか。
□ 利用者が一時的な滞在を行うために
必要な広さの区画を有するとともに、一
時的な滞在に必要な設備及び備品等を備
えているか。
□ 衛生的に管理されている場所である
か。

 
一時的な滞在による支援を行う場所について、
最低限必要となる要件を定めたものである。

基準省令第44
条第3項
解釈通知第3
－2(4)

 
④ 指定地域定着支援事業者は②の一時
的な滞在による支援について、指定障害
福祉サービス事業者等への委託により
行っているか。

 
一時的な滞在による支援について、指定地域定
着支援事業者が当該指定地域定着支援事業所の
宿直室等を確保して実施する他、指定障害福祉
サービス事業者等への委託により障害者支援施
設や短期入所事業所等の空室を活用して行うこ
とができることを規定したものである。

基準省令第44
条第4項
解釈通知第3
－2(4)

 
【留意事項通知】
指定地域定着支援の提供に当たっては、地域相
談支援基準に定める以下の基準のいずれかを満
たさない場合には、所定単位数を算定しないも
のとする。
① 地域定着支援台帳の作成に係るアセスメン
トに当たっての利用者との面接等(第42 条第３
項)
② 適宜の利用者の居宅への訪問等による状況
把握(第43条第２項)

報酬告示第２
注３
留意事項通知
第３の２（１）

 
① 地域相談支援報酬告示第２のロの緊急時支
援費については、利用者又はその家族等からの
要請に基づき、速やかに訪問又は一時的な滞在
による支援を行った場合に算定できるものであ
ること。
② 緊急時支援を行った場合は、地域相談支援
基準第45 条において準用する第15 条に基づ
き、要請のあった時間、要請の内容、当該支援
の提供時刻及び緊急時支援の算定対象である旨
等を記録するものとする。
③ 一時的な滞在による支援は、宿泊によらな
い一時的な滞在による場合についても算定でき
るものであること。また、一時的な滞在による
支援は、宿泊日及び退所日の両方を算定できる
ものであること。
④ 一時的な滞在による支援は、短期入所サー
ビスの支給決定を受けている障害者の場合で
あっても、身近な地域の短期入所事業所が満床
である等やむを得ない場合においては、算定で
きるものであること。

報酬告示第２
注２
留意事項通知
第３の２（２）

QA１ー８

 
Ｑ：地域定着支援について、「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定
める場合」とは、家族等の入院、自然災害等、外部要因により本人が緊急事態になっている状況に
ついては地域定着支援の対象外となるのか。
Ａ：地域定着支援は、家族等の入院や自然災害等の外部要因により、障害を有することから緊急的
な支援が必要となる場合も含まれる。

 
【報酬告示】
注３ 指定地域定着支援事業者が、指定基準第42条
第３項又は第43条第２項に定める基準を満たさな
いで指定地域定着支援を行った場合には、所定単
位数を算定しない。

 
●緊急時支援費　７００単位
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決
定障害者等に対して、利用者の障害の特性に起因
して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要
な事態が生じた場合において、利用者又はその家
族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅
等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った
場合に、１日につき所定単位数を算定する。
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根拠法令等基準省令 解釈通知

QA１ー９

QA１ー１０

 
変更の届出

 
変更届を遅滞なく届け出ているか。

 
届け出は東京都福祉保健局障害者施策推進部に
なります。
特定(障害児)相談支援事業所の指定を受けてい
る場合は、区への届け出も必要になります。

法第52条の2
第2項
施行規則第34
条の28

3　変更の届出

 
Ｑ：地域定着支援の「常時の連絡体制の確保」について、連携施設等を経由して指定一般相談支援
事業所に連絡が届く体制でも可能か。
Ａ：指定基準において、地域移行支援・地域定着支援のサービスの提供は、当該指定を受けた指定
一般相談支援事業所において地域移行支援又は地域定着支援の業務に従事する者によって、提供さ
れなければならないこととしている(体験利用、体験宿泊、一時的な滞在による支援を指定障害福祉
サービスに委託する場合を除く)。
よって、地域定着支援の常時の連絡体制は、当該事業所が直接利用者と連絡体制を確保し、緊急時
の支援を速やかに行える体制を確保することが必要である。

 
Ｑ：一時的な滞在による支援の実施場所如何。
Ａ：指定一般相談支援事業所の宿直室や、指定障害福祉サービス事業者への委託により障害者支援
施設等の空室を活用して実施することを想定している。
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